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午後１時２９分開会 

○横田ゆう委員長 定刻になりましたので、エリア

デザイン調査特別委員会を開会いたします。 

 

           ◇            

 

○横田ゆう委員長 まず、私の方から記録署名員の

指名をいたします。 

  岡田委員、中島委員、よろしくお願いいたしま

す。 

 

           ◇            

 

○横田ゆう委員長 次に、陳情の審査を議題といた

します。 

  （１）５受理番号２３ 綾瀬小学校内の「わく

わくにこにこ図書の森」を真に地域に開放された

場所にするため旧こども家庭支援センター跡地施

設内に移転拡充させることを求める陳情を単独議

題といたします。前回は継続審査であります。 

  また、報告事項①綾瀬・北綾瀬エリアデザイン

（綾瀬ゾーン）の取組についてが本陳情と関連し

ておりますので、併せて執行機関より説明を求め

ます。 

○エリアデザイン推進室長 よろしくお願いいたし

ます。 

  陳情の審査に関連いたします綾瀬ゾーンについ

ての御報告をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

  エリアデザイン調査特別委員会報告資料の２ペ

ージを御覧ください。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  まず初めに、綾瀬駅周辺地区まちづくり協議会

第１６回の開催結果についてでございます。 

  令和６年２月１３日にプルミエで開催いたしま

した。 

  内容は、東渕江小の仮設についてでございます。 

  主な質疑につきましては、８ページ目から１０

ページ目の別紙１に記載のとおりですけれども、

出席者ほぼ全ての方に御意見をいただいた状況で

す。 

  主な御意見といたしましては、子どもたちの教

育環境の確保ですとか、旧こども家庭支援センタ

ー跡地の活用とスケジュールと内容、それとバス

移動による時間のロスですとかシミュレーション、

災害時の対応などがございました。 

  協議会の欠席者の方には電話での意見聴取も行

っております。 

  協議会といたしましては、子どもたちのためで

あればやむを得ないというような感じだったと受

け取っております。 

  申し訳ございません、（６）に今後の予定とあ

りますけれども、３月の１４日には第１７回のま

ちづくり協議会を開催をしております。こちら、

通常モードに戻っての開催となっております。 

  こちらの報告内容が、今回の委員会に間に合っ

ておりませんので、次回の委員会で御報告をさせ

ていただければと思っております。 

  項番の２は、綾瀬駅東口周辺地区、地区まちづ

くり計画案説明会の開催についてでございます。 

  １月に開催予定しておりましたけれども、東渕

江小の仮設校舎の件がありまして、先送りにして

いたものでございます。 

  ３月の２２日、本日の夜と土曜日の午前中にプ

ルミエで開催する予定となっております。 

  ３ページ目に地図がありますけれども、計画策

定時にはなかった交通広場と旧こ家セン跡地の活

用方針が位置付けられましたので、これを組み込

んだ地区まちづくり計画とするために手続を行う

ものでございます。令和６年度の策定を予定して
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おります。 

  説明会の案内チラシにつきましては、１１ペー

ジ、１２ページに記載のとおりでございます。 

  項番３は、綾瀬駅西口のまちづくりについてで

す。 

  １月の２６日から２月の２５日の１か月間、あ

やセンターぐるぐるに地図を掲示いたしまして、

パネル状況のところの写真のように付箋を貼って

御意見をいただきました。 

  御意見の詳細は、１３ページ、１４ページに掲

載してありますけれども、４ページを御覧いただ

きますと、全部で９８件の御意見をいただきまし

た。また、下の表ですけれども、表記の日時で計

６日間、直接意見聴取を行いまして、６５名の方

から御意見を伺ったところです。５ページ目、６

ページ目がその結果となっております。たくさん

の御意見いただきましたので、これらを今後の計

画づくりに生かしていきたいというふうに考えて

ございます。 

  項番４は、「わくわくにこにこ図書の森」につ

いての御報告です。 

  （１）は利用状況でございます。 

  ７ページ、（２）は、春休みイベントの実施と

いうことで、春休みの期間中に、アといたしまし

て春の特別図書展示貸出会、イといたしまして子

どもの本の選び方の講演会を予定しております。 

  イベント後には、利用者が伸びているという実

績もございますので、認知度の向上ですとか利用

者増のために、春休みのイベントを実施してまい

ります。 

  綾瀬ゾーンの説明以上でございます。よろしく

お願いいたします。 

○横田ゆう委員長 それでは何か質疑はありますか。 

○岡田将和委員 先ほど御説明があった綾瀬駅西口

周辺地区のまちづくりについてなのですが、私も、

綾瀬稲荷神社の年越しですとか様々なイベントに

参加する中で、やはり綾瀬駅の西口の駅前がまと

まった大きい土地がない。どうやったら西口が発

展していくのかというお話を地域の方とさせてい

ただいたことがあります。 

  今回パネルを使って駅前、綾瀬駅西口エリアの

いいところ、惜しいところと、いろいろと集計と

っていただいたのですが、これはどういうふうに

今後、区政の方に生かしていく御予定でしょうか。 

○まちづくり課長 今回、シールを貼っていただく

形で、いいところ、もう少し惜しいところという

ようなことで取らせていただきました。今後、ま

たアンケートなんかも予定をしたいと思っており

ます。 

  それと、まちづくり協議会ですとか、あるいは

また地域の方の御意見を伺いながら、具体的にど

ういう形でまちづくり、西口のまちづくり進めて

いったらいいのかというところは、研究検討して

まいりたいというふうに考えてございます。 

○岡田将和委員 これから研究していっていただけ

るということなのですが、先日あやセンターぐる

ぐるのイベントに参加をさせていただきました。

日曜日の２時間ほど、ガラス張りのちょうどバー

スペースのオアシスの方だったと思うのですけれ

ども、私後ろの方の座席に座って参加させていた

だいたのですが、座談会という形でスピーカーの

方がお話をされて、あやセンターぐるぐるの方が

コーディネーターという形で会を進めていたので

すけれども、かなり多くの人々が通りすがりに何

かイベントやっているなということで御覧なられ

ていました。 

  そこで感じたことは、この惜しいところにも話

があるのですけれども、高架下が、ちょっと治安

が悪そうだですとか、そういう意見もこの中にご

ざいます。やはり雨が降ったり、風が強い日など、
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あそこの高架下を通る方々というのは結構いらっ

しゃるようにお見受けしますし、あやセンターぐ

るぐるで西口がどんどん、どんどん盛り上がって

いく様子を考えると、ＪＲやメトロが所有してい

るあちらの通り道をもっと明るく、皆さんが、区

民の方が通りやすいようにするということも必要

かと思うのですけれども、その点についてはお考

えでしょうか。 

○まちづくり課長 高架下の件につきましては、従

前から暗いですとか、あとは通りにくいですとか、

いうようなところというのは認識をしてございま

す。 

  今回もまた御意見いただいているところござい

ますので、できるところは何なのかというところ

も含めて、ＪＲあるいはメトロ、そういったとこ

ろにも調整、働きかけていけたらと考えてござい

ます。 

○岡田将和委員 その高架下のところにレンタルス

ペースのむすべやというところがありまして、ち

ょうどメトロ側だと思うのですが、ちょうど高架

下のところというのは車が通らなかったり、自転

車がなかなか通らなかったりするものですから、

子どもたちが、どういうわけだか遊び場としても

高架下使っているというお話も、意見もありまし

た。 

 是非活用いただいて、綾瀬駅西口が盛り上がるよ

うな事を進めてっていただければと思いましたの

で、要望でお願いいたします。 

○はたの昭彦委員 よろしくお願いします。 

 まず、綾瀬駅周辺まちづくり協議会第１６回の開

催結果についてということで、東渕江小学校の仮

設校舎を利用することについての地域の皆さんの

意見を、★★の方の意見が掲載されて、さっき報

告があったように、やむを得ないなと、私もこれ

読んでいて、綾瀬★★の方たちが、子どもたちの

ことを考えるとやむを得ないなという苦渋の決断

というか、譲歩をしていただいて、いかれたのだ

なというふうに思いました。 

  旧こ家センの跡地については、綾瀬小学校の仮

設校舎の利用からということでいうと、もう１０

年以上にわたって地域のまちづくりは遅れている

と、しまってということで、こういった綾瀬地域

の皆さんの協力によって今回の東渕江小学校の仮

設校舎の利用をできるようになったということは

肝に銘じて、今後、旧こ家センの跡地活用につい

ては考えていかなきゃいけないと思っているので

すけれども、１年間、遅れるということで、これ

から地域の皆さんと一緒に、よりよいものにして

いくために検討しながら考えていこうということ

なのですけれども、結局地域の皆さんも、いろい

ろ意見を聞いていくと、ここの意見の中にもあっ

たけれども、図書館造ってほしいだとか、バンケ

ットをできるようなホールを造ってほしいと、結

局やっぱり地域の皆さんから要求が、それ要求に

対してやっぱ区がどう応えていくのかということ

に結局、帰結しざるを得ないのかなというふうに

思うのですけれども、それについての考えはいか

がでしょうか。 

○資産管理課長 旧こ家センの跡地の活用につきま

しては、今までと繰り返しの答弁なってしまいま

すけれども、地域の皆様の御意見しっかり丁寧に

聞きながら、できるもの、できないものあります

けれども、丁寧に対応していきたいと考えており

ます。 

○はたの昭彦委員 だから、これまで地域の皆さん

の声というのは、先ほどもできるもの、できない

と言っていたけれども、ほとんどできない、区と

してはできないというふうに答えるものがほとん

どなわけです。 

  だけれども、今回については１年間ずらすとい
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うことで、地域の皆さんとよりよいものをという、

要は地域の皆さんによりよいものということで言

えば、にぎわいだとか地域の皆さんが求めている

ものを、やっぱり身近につくってほしいというこ

とが、結局は帰結せざるを得なくなるわけです。 

  そういう中で、初めからあれも駄目、これも駄

目、それも駄目という話になったら、初めから何

か突っ張ってしまうようなことで、それでは地域

の皆さんと一緒によりよいものを、地域の願いに

かなったような、よりよいものをつくっていこう

ということに最初からならないという気はするの

ですけれども、それについて、地域にどう応えて

いくのかなというのは、今のうちに考えて、ちゃ

んとしっかりしていかなきゃいけないと思うので

すけれども、どうでしょうか。 

○エリアデザイン推進室長 例えばですけれども、

図書館が欲しいという御要望があったりして、図

書館は造れるかというと造れないというようなお

答えをさせていただいていますけれども、図書館

がないから本と触れ合える場所がないのかという

とそうではなくて、例えばそういうコーナーをつ

くったりですとか、あとは人が集える場所をつく

ってほしいという御意見とかもありましたので、

そういうもの、しつらえですとか、つくり方です

とかそういうものは、こちらでも検討して御提案

申し上げることができると思いますので、そうい

う、何でしょう、何かを造ってくれというと難し

いところあると思うのですけれども、工夫の中で

そういうスペースですとか空間をつくっていくこ

とは、相談に応じていけるのじゃないかと思いま

すので、そういう意見をいただいていきたいとい

うふうに考えております。 

○はたの昭彦委員 公共施設については、今まで東

綾瀬住区センター戻ってくるとか、保健センター

戻ってくるとか、いろいろあるわけですけれども、

その他については、民間の事業者に提案をしても

らうということだと思うのですけれども、そうい

った中で、地域の皆さんの声を事業者に対してど

ういうふうに反映させて、計画として提案しても

らうのかというのは、どのようにお考えなのでし

ょうか。 

○資産管理課長 地域の皆様のお声は、もう今まで

も伺っておりますけれども、これからもまちづく

り協議会と御意見を伺う場もありますので、そう

いった御意見を伺いながら、これから事業者への

ヒアリング、あとはサウンディング型市場調査も

行ってまいりますので、そういった場を通して、

地域の皆さんの声を伝えていきたいと考えており

ます。 

○はたの昭彦委員 冒頭に申し上げたように、やっ

ぱ綾瀬地域の皆さんについては、譲歩に譲歩を重

ねて区に協力していただいたわけですから、そう

いう意味では、本当に地域の声に応えるような形

で、今後も是非対応していっていただきたいと思

いますのでよろしくお願います。 

  それと、わくわくにこにこ図書の森についてな

のですけれども、徐々にこの利用者数が右上がり

ということで増えてきているのですけれども、こ

れまでいろいろ周知活動をしながら、徐々に地域

の中にその存在が知られてきて、こういうふうに

なったのかなと思うのですけれども、やっぱりリ

ピーターとかも増えているのでしょうか。 

○中央図書館長 最近具体的な数字は取ってないの

ですけれども、今年度当初に取らせていただいた

アンケートではリピーターの方が多くなっており

ます。 

○はたの昭彦委員 いろいろイベント重ねることに

よって、このわくわく図書の森の魅力というのが

地域の中に広まりながら、やっぱり利用者がやっ

ぱ増えているということなので、今後もイベント



• 正式な会議録が作成されるまでの暫定的なものであり、今後修正されることがあります。  

• 音声認識システムで認識できなかった発言等は「★」で表示しています。  

• 「★」の数は発言の文字数を表しているものではありません。 

５ 

等をやるみたいですので、引き続き多くの方に利

用していただけるように取り組んでいっていただ

きたいと思います。要望です。 

○横田ゆう委員長 他に。 

○ただ太郎委員 綾瀬駅の交通広場、マンションの

工事も進んできて、結構駅前見ると、何かすごい

大きな重機とかが外からも見えたりして、進んで

いるのだなと感じているところなのですけれども、

ここ最近、一方通行の道が、駅前の一方通行、交

通広場のところが、一部通行止めが始まって、ハ

ト公園、駅前からいくと、ハト公園が終わる角の

ワンブロックは今通行止めになっているのですけ

れども、あれはこのまま、今後一体整備というこ

とで、あそこは、車はもう両方入らないというこ

とで継続していくという認識でよろしいのでしょ

うか。 

○道路整備課長 ただ委員御発言の一方通行を、通

行止めにしている箇所につきましては、工事中も、

その後、整備完了後も車両は入れないしつらえに

なります。 

○ただ太郎委員 そうなのですよね。何が言いたい

かというと、駐車場、公共のパーキングに止める

ときに、あの一本、通行止めになっているところ

から入ってすぐ左に曲がるとヨーカドーの裏に行

く道があるのですけれども、あそこが一方通行で

入れないとなると、一本北側のレンタルビデオ屋

の方から、例えば東側地域から来る方、東和だっ

たり、中川だったり、方は東側から来るとビデオ

屋を左折して一方通行入るのです、で、どん尽き

まで行って右折してヨーカドーの後ろの道に入っ

ていったり、ちょっと地元の人じゃないと分から

ないようなあれなので、ちょっと地図とか見てい

ただきたいのですけれども、何が言いたいかとい

うと、そこの交通量も増えているはずなのです。

ただ、あそこをレンタルビデオ屋、どういう対応

しているか分かんないのですけれども、その一方

通行の道にやっぱ自転車が多いのですよね。あと

歩行者の方も意外と真ん中の公園の広い道よりも

端っこの道路を歩いて駅まで行かれる方も多いの

で、非常に自転車も端っこあって、歩行者の方も

いる。また、車も以前よりも流れてくるというこ

ととなると、ちょっと危ないなというのがすごい

気になっていたのです。 

  その辺り武道館まで続く公園の方は東京都の管

轄ですから、中に自転車を置くスペースだったり

というのは、区の方からどうなのか分かりません

けれども、ちょっと放置自転車が多いのかなとい

うところで、お店なり何かそういう注意喚起がそ

ろそろ必要になってくるのかなと思うのですけれ

ども、いかがでしょうか。 

○道路整備課長 今回工事と将来的な計画のために

交通ルートが変わって、様々な問題がという御指

摘かと思います。 

  その辺り今回、車を入れなくするに当たって、

通行量なんかも警察とも協議したのですが、ピー

クの朝夕の２時間で２０台ぐらいしか通ってない

ということで、影響は少ないだろうということで

今回このような計画にしました。 

  ただ、ただ委員御発言のとおり、多くはないと

はいえ、ほかのところの道路にいっているという

事実はあるかと思いますので、我々の方としまし

ては、まず最終的にこういうルートになりますと

いう周知の徹底と、あとどんな問題が起きている

か、又はどんな問題が予想されるかというのを警

察とも改めて、こういった意見いただいたという

ことで調整して、できる対応を、必要な対応をし

ていきたいというふうに思っております。 

○横田ゆう委員長 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○横田ゆう委員長 質疑なしと認めます。 
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  次に、各会派から意見を求めます。 

○くじらい実委員 東渕江小学校の仮校舎の件も、

ある程度方向性見えてきている中で、今後また旧

こ家センの在り方というのも、これからまたしっ

かり議論していかなきゃいけないかなと思ってお

りますが、今回、陳情の中でのわくわくにこにこ

図書の森の移設拡充という話ですので、また今後

これ、わくわくにこにこ図書の森もしっかりとこ

れからの推移を見守っていきながら議論していき

たいと思いますので、継続でお願いします。 

○たがた直昭委員 継続でお願いします。 

○はたの昭彦委員 旧こ家センの跡土地については

東渕江小学校の仮設校舎で引き続き利用するとい

うことで、跡地計画が更にまた延びてしまったと

いうことでは、引き続き検討が必要だということ

で、継続でお願いします。 

○おぐら修平委員 継続でお願いします。 

○中島こういちろう委員 継続でお願いします。 

○横田ゆう委員長 それでは、本件は継続審査とす

ることに御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○横田ゆう委員長 本件は継続審査にします。 

  以下の審査に直接担当でない執行機関の退席を

求めます。 

［執行機関一部退席］ 

 

           ◇            

 

○横田ゆう委員長 次に、エリアデザインの推進等

に関する調査研究についてを議題といたします。 

  （１）報告事項に移ります。 

  陳情の審査で報告のございました１を除く２か

ら７までの以上６件を、エリアデザイン推進室長

より報告をお願いします。 

○エリアデザイン推進室長 引き続きよろしくお願

いいたします。 

  最初に、北綾瀬ゾーンの取組状況について御報

告させていただきます。 

  １５ページをお開きください。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  北綾瀬ゾーンでは約１年ぶりにまちづくり協議

会を開催をいたしました。 

  内容は、（４）に記載のとおりでございます。 

  協議会会員についてというところで、メンバー

の変更等があったところでございます。 

  また、主な質疑につきましては、商業施設の駐

車場ですとかオープン時期、線路東側の安全対策、

それとペデストリアンデッキの使い方や安全対策

についてなどの意見交換がされました。 

  次回の協議会は、１０月頃を予定しております。 

  北綾瀬ゾーンは以上でございます。 

  続きまして、１７ページを御覧ください。 

  六町エリアデザインの取組についてでございま

す。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  項番１は、六町駅前区有地の進捗状況について

でございます。 

  現在、活用事業者であります東神開発が事業の

算段をしておりますけれども、昨今の物価上昇に

伴う工事費の高騰で、抜本的な計画の見直しが必

要との申出がございました。 

  （１）といたしまして、令和６年７月に予定し

ておりました土地の引渡し及び工事着手が、少な

くとも半年程度遅れる見込みとのことでございま

す。また、施設計画の見直しにつきまして、具体

的な検討を進めているとのことでした。 

  （２）といたしまして、土地の引渡しが遅れる

ために、駐輪場については少なくとも１２月まで

はこのままにしまして、事業の進捗に合わせてオ

ープンをしていくという考えでございます。 
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  （３）の今後の予定は、記載のとおりでござい

ます。 

  １８ページを御覧ください。 

  （４）の今後の予定ですけれども、複合商業施

設、駐輪場ともに説明会など、手続を丁寧に行い

ながら事業を進めてまいりたいと考えております。 

  六町地区は以上でございます。 

  続きまして、１９ページを御覧ください。 

  江北エリアデザインの取組状況についてでござ

います。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  項番１は、江北エリアの３施設連携についてで

ございます。 

  連携の方針につきましては、（１）のア、身近

なところで気軽に運動できるですとか、イの目的

地となる拠点、ウの平日日中の施設利用率の向上

を目指しまして、３施設の効果的な連携が図れる

ように一体的なプロポーザルを現在検討している

ところでございます。 

  方針の詳細は、２０ページ別紙に記載をしてい

るとおりでございます。 

  根拠条例が異なります二つの施設の指定管理と

定期借地契約を連携させるスキームであるために、

現在この手法についてリーガルチェックを行って

いるところでございます。法的な解釈に合わせま

してスキームも検討してまいります。 

  （２）今後の予定ですけれども、連携の方針を

今年度中に策定いたしまして、来年度以降検討し

たスキームに基づくプロポーザルの準備に入って

いければと考えております。 

  江北地区は以上でございます。 

  続きまして、西新井・梅島エリアデザインの取

組状況についてでございます。 

  ２１ページを御覧ください。 

  所管部課名は記載のとおりでございます。 

  項番１は、第８回目の西新井駅東口周辺地区の

まちづくり協議会の開催結果についてでございま

す。 

  内容は、（４）記載のとおりでございます。 

  主な質疑といたしましては、９－３で、まちの

ビジョンが見えてこないというようなお話があり

ました。現在まちづくり計画ですとか西新井公園

の構想案を作成中であるために、次回６月頃に予

定している協議会では、これらをお示しできれば

というふうに考えております。 

  また、９－２では、協議会のメンバーの充実に

ついて御意見がありました。参加者も少なかった

ため、町会ごとに御意見をいただきながら、若い

方ですとか女性など、参加者の拡充も図っていけ

ればというふうに考えてございます。 

  ２２ページを御覧ください。 

  項番２は、まちづくり計画案についてでござい

ます。 

  現在作成中のまちづくり計画ですけれども、西

新井公園が整備されますと、東西交通が大正新道

しかなくなってしまうために、道路ネットワーク

について改めて検討しているところでございます。

これも含めまして、まちづくり計画の内容につい

て詰めてまいります。 

  ２３ページを御覧ください。 

  今後の予定ですけれども、令和７年度の都市計

画変更に向けて、関連する計画づくりですとか、

都市計画道路事業などを進めていければというふ

うに考えてございます。 

  西新井・梅島地区は以上でございます。 

  続きまして、２４ページを御覧ください。 

  竹の塚エリアデザインの取組状況についてでご

ざいます。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  項番１は、地区計画等の都市計画変更について
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です。 

  令和５年１１月に変更いたしました地区まちづ

くり構想計画の方針に基づきまして、今度は都市

計画公園と地区計画の変更を行おうとするもので

す。 

  都市計画公園は、（１）のアになりますけれど

も、駅前広場の整備促進のために竹の塚第五公園

を廃止いたしまして、新たに竹の塚五丁目広場を

都市計画公園に位置付けてまいります。 

  地区計画につきましては、（１）のイになりま

すけれども、ウォーカブルなまちの実現のために、

けやき大通り沿いに公共的な空間を位置付けてま

いります。また、竹の塚第三団地内の各街区に広

場空間を位置付けてまいります。 

  ２５ページを御覧ください。 

  今後の予定ですけれども、都市計画手続の説明

会につきましては、東京都やＵＲと協議の後、お

おむね５月以降を予定しているところでございま

す。 

  項番２は、タウンマネジメントの取組状況につ

いてでございます。 

  （１）は、ミントポのこれまでの取組について

です。団地、テナントとの連携によるワークショ

ップですとか、図書コーナーの設置、ミントポ菜

園部と題して堆肥コンポストを活用した環境配慮

型のＳＤＧｓの取組ですとか、定期的な演奏会、

区主催イベントと同時開催した夕涼み祭りなどな

ど、様々な活動を行っております。 

  ２６ページを御覧ください。 

  （２）が、今後の予定になりますけれども、ア

イデアカードというものをいただいておりまして、

９５枚集まったということで、そのアイデアカー

ドの展示ですとか、足立区由来の雑貨等のセレク

ト棚の設置、区内外で活躍するものづくりの担い

手のトークショーですとか、人材発掘や活動者同

士をつなげる活動を執行していく予定となってお

ります。 

  （３）番の連携した区の取組といたしましては、

今後は公共空間の活用ですとか、ミントポと連携

した計画周知、意見聴取を行いながら、竹の塚の

まちに即した活動づくりですとか場づくりにつな

げていければというふうに考えてございます。 

  ２７ページを御覧ください。 

  項番３は、高架下の公共利用用地についてでご

ざいます。 

  竹ノ塚駅高架下店舗につきましては、３月２１

日に東武鉄道からリリースがありまして５月２３

日に「エキヤ竹ノ塚」として２４店舗がグランド

オープンするということの情報がございました。 

  その北側にあります地図の右側にあります斜線

部分の公共利用用地につきましては、区で利用検

討をしておりましたけれども、今回、東武鉄道よ

り工事用資材置場として借りたい旨の申出が出ま

したので、これを認めていきたいというものであ

ります。今回、下の参考写真にあります高欄に設

置されました防音パネルにつきまして、製造メー

カーのリコールがありまして、この取替え工事が

令和７年９月３０日までかかる予定となっている

ためでございます。 

  鉄道高架化事業につきましては、今年度で終了

となりますけれども、リコール対応として、来年

度も工事は継続する状況となってまいります。 

  竹の塚地区については以上でございます。 

  最後に、千住エリアデザインの取組状況でござ

います。 

  ２８ページを御覧ください。 

  所管部課名は記載のとおりです。 

  項番１は、千住大川端地区のまちづくりについ

てです。 

  （１）にありますけれども、前回の委員会で児
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童数増加への対応を御報告いたしましたけれども、

直近の総務委員会で最新の人口推計が示されたた

めに、これを用いて改めて試算を行ったため御報

告するものでございます。 

  詳細は３５ページ、３６ページの別紙１に記載

のとおりでございますが、基本的な考え方に変更

はありませんけれども、保育園よりも学童保育の

方が厳しく出てきたために、表にあります第２期

の学童保育、保育園の面積を入れ替える形で地権

者に要望していこうとするものでございます。 

  （２）は、千住大川端地区協議会等への報告結

果でございます。 

  一つは、アの千住関屋環境を守る協議会、こち

らは３月２日に行いまして、主な意見質疑は記載

のとおりでございます。 

  もう一つは、常東地区の町自連でございまして、

こちらは３月７日に行いまして、特に意見はござ

いませんでした。 

  これらを踏まえまして、今年度内の地区まちづ

くり計画策定を目指してまいります。 

  （３）は、開発推進連絡会の開催結果でござい

ます。 

  地権者三者との意見交換を２月２２日に行いま

した。 

  ３０ページを御覧ください。 

  地権者の意見、区からの意見は記載のとおりで

ございます。事業を推進するために前向きな意見

交換が行われたと考えております。 

  項番２は、北千住駅東口再開発北街区について

でございます。 

  令和５年１０月に開催いたしましたアドバイザ

リー会議では、３１ページの表に記載の意見が出

されまして、その対応として準備組合から修正案

が示されました。 

  ３７ページの別紙３に変更の概要がございます

ので、こちらを御覧ください。 

  こちら、準備組合から提出された資料になりま

すけれども、申し訳ございません、１か所修正が

ございます。上段の真ん中に表がありまして、こ

のうち、区域（敷地面積）の修正前のところに、

事前の御説明のときには５，３５０㎡というよう

な記載がございましたが、これが間違いでござい

まして、実際は修正後と同じ４，８６８㎡とあり

まして、こちらが正しい数字というとこになって

います。 

  サイドブックスのデータでは既に修正が掛かっ

ているところでございますけれども、事前の御説

明時に５，３５０㎡という数字を御説明させてい

ただいて、言ってしまいまして、大変申し訳ござ

いませんでした。お詫び申し上げます。 

  こちらの表についてでございますけれども、延

べ床面積、容積率、高さにつきましては、アドバ

イザリー会議からの意見によりまして、数字を減

じているところでございます。一方で、階高の調

整によりまして階数は増えておりまして、また建

物用途といたしましてはホテルが追加されている

ところでございます。 

  下段のパースを御覧いただきますと、一番左の

パースでは建物のプロポーションがスリムになっ

ておりまして、また真ん中では駅前の空間が充実

しているというようなところでございます。また、

一番右のところでは、基壇部に段差を設けるなど、

景観上の配慮も行っているというところでござい

ます。 

  これら変更を基に、引き続き再開発の可能性を

検討してまいります。 

  すみません、３１ページにお戻りください。 

  項番３は、今度は南街区についてでございます。 

  南街区は２月の９日に総会が開催されまして、

当面休止と決議されたというところでございます。 
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  項番４につきましては、千住大橋駅周辺地区の

まちづくりについてでございます。 

  千住大橋駅前の用地につきまして、活用のアン

ケートを行いました。 

  ３２ページ以降が調査結果の概要になっており

まして、詳細につきましてはこれから検証いたし

まして、次回の委員会で改めて御報告させていた

だければと考えております。 

  すみません。長くなりまして、私からは以上で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○横田ゆう委員長 それでは質疑に入ります。 

  何か質疑はありませんか。 

○くぼた美幸委員 報告に基づいて何点かお聞きし

ます。 

  竹の塚の都市計画変更ですけれども、主な変更

内容の最初に、東口駅前広場の拡張のために竹の

塚第五公園を廃止をすると、まちづくり用地とし

て活用するということがなっていますけれども、

以前にも聞きましたが、これなぜゆえにというの

が書いてないので、要するに廃止しますよとだけ

書いてあるのだけれども、これなぜ第五公園を廃

止するのか、その理由をまずお聞きしたい。 

○まちづくり課長 東口交通広場拡張するというこ

とで、都市計画決定で今のＵＲの第三団地３号棟

を含めた形で計画決定がされております。 

  居住者様と、ＵＲの方も丁寧に説明をしている

ところでございますけれども、まだ具体的にそれ

をどうするというところまで至っておりませんが、

例えばその居住者さんたちの、建物を建てるです

とかあるいは、またほかの利用の形もあるのかも

しれません。そういった形の団地全体を再編して

いくというようなところも含めて考えていく中で、

まちづくり用地として活用していきたいというこ

とで考えてございます。 

○くぼた美幸委員 だから、何というのか、要する

にちょっと苦しいのだよな。言わんとすることは

よく分かるのですけれども、やっぱりこのために

この用地が必要なので、第五公園はこうなるので

すよということが、やっぱり区民の皆様にとって、

そうなるのかと、だからしょうがないなと納得で

きれば、別に反対する人もいないと思うのです。

今の説明だと、まだ分からないのだけれども、取

りあえず土地が必要だから第五公園出しますよ、

みたいな、それだとやっぱりちょっと弱いし、つ

らいのだよね。だから、そこをまずはっきりして

もらいたいのと。 

  あと下の方にかぶってくるのだけれども、いわ

ゆるウォーカブルなまちの実現に向け、回遊性を

向上させる空間づくりを目指し、竹の塚第五公園

に代わる空間として、けやき通り沿いに公共的な

空間を地区施設で確保すると書いてある。地区施

設ということは、区が造るのですか。 

○副区長 まず、第五公園を活用する理由ですけれ

ども、実は第五公園に代替のものを造らないと居

住者の移転先がないので、ものすごい時間がかか

ってしまう。そのために、とにかく少しでも早く

進めるということで、私ども第五公園を提供して

はどうかというふうに考えています。 

  それと、第五公園を区がＵＲに提供することに

よって、３号棟を最終的に空けることができるの

ですけれども、そこに対するコストも縮減できる

ようなことでＵＲと協議していますので、私ども

としては第五公園を活用するようなことで今進め

ているところです。 

  それと、第五公園の代替として、けやき大通り

のところに地区施設というふうな話ですけれども、

この間、ちょっと三者トップ会談ありました。そ

のときに私どもからは、公園があってもなくても、

あそこはウォーカブルなまちのために、そういっ

た施設は、整備が必要だということで、たとえ公
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園使わなくても、あそこは地区施設で位置付けて

いきたいということで協議したところです。 

○くぼた美幸委員 前段の話は多分、初めて出てき

たのじゃないかなと思うのです。今みたいな説明

をしっかりとやっていただくこと。そうすれば、

そんなに大きな声が出てこないと思います。 

  再開発で、地区計画で必要なのだから、今みた

いな理由を、何ていうか、今みたいな理由を全部

文書にするとまた難しいのだろうから、要するに

区民の皆さんに分かりやすく、そして地元の方に

分かりやすく、是非説明を進めていただきたい。 

  その上で、言える範囲で結構なので、今副区長

が答弁したような内容をまとめて、そしてできる

だけ、いわゆる町会、自治会に出しましたとか、

チラシポスティングしましたというだけだとやっ

ぱり弱いのだよね。次に出てくるミントポだとか

そういうところを使って、いろいろ、いわゆる若

い人たち、あそこに住んでいる人たち、あそこの

公園を利用している人たち、ふだん我々と、我々

というか、要するに区とあんまり接触がない人た

ち、そういう人たちにもどんどん、どんどんやっ

ぱりこういう理由なのですよと、将来は非常に明

るくなるのですよと。後に出てきますけれども、

いわゆる店舗も、高架下で活性化してくるわけだ

から、要するに将来に向けてのために、今これが

必要なのだということを是非、区は強い決意で、

今副区長が答弁したような内容を、是非まとめて

やっていただきたいと思いますけれども、その辺、

最後いかがですか。 

○エリアデザイン推進室長 竹の塚の駅前のまちづ

くりにつきましては、ＵＲと東武と協定結んで進

めているところです。その三者の協力がないと進

められないところがありますけれども、一方で、

それぞれ事業を抱えておりまして、どこまで御説

明できるかというところもございます。そこら辺

を調整しながら、くぼた委員おっしゃられるとお

り、区民に分かりやすい計画として、御説明でき

るように努めてまいりたいと思っております。 

○くぼた美幸委員 よろしくお願いします。 

  それと、この高架下の製造メーカーのリコール

が発生した件なのですけれども、せっかく工事が

終わって、またこれ１年半かけて足場組んでずっ

と工事をやるのですよね。まず、その点、工事の

内容を聞きたいのですけれども。 

○鉄道関連事業課長 製造メーカーの方でリコール

が発生、製造過程で不具合が生じてリコールが発

生したというふうに東武鉄道から報告を受けてお

ります。 

  現時点では、直すために、費用については全部

製造メーカーの方でもってやるということなので

すが、時間をかけて、夜間しかできないというこ

とで、工事を進めていくということでございます。 

○くぼた美幸委員 夜間工事のみ、足場組んでやる

とかそういうことはしないの。 

○鉄道関連事業課長 私のところで聞いているのは、

鉄道の営業時間外に内側というのですか、線路の

方からやるというふうには聞いております。 

○くぼた美幸委員 そういうことであれば、別に昼

間工事をやるわけでもないし、足場掛けて外側に

やるわけでもないから、比較的安全なのかなとは

思うのですけれども、そうはいっても、この工事

が入ることによって、本来であれば区が利用する

この公共利用用地、これを、質疑を今年本当は深

めなければならない、これをどうするのかという

ことをこの委員会も中心に、また議会としても深

めなきゃいけないのだけれども、この公共利用用

地が来年の９月までは、この建設資材置場に変わ

っちゃうわけだから、どうするこうすると今言っ

たところで、その先の話になってしまう。そのや

っぱりリスクというのも、やっぱり東武鉄道にも
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しっかり持ってもらいたいのだな。でも、それ言

ったところでしょうがないけれども、その辺のこ

とも含めて、東武鉄道さんには、安全な工事を無

事故で是非お願いしたいと要望しておきます。 

  それと最後になりますけれども、昨日この高架

下で、これは向こうが言っていたので、小売店ス

ーパーマーケットが入るので、そこの立地法に基

づく地元説明会というのがあって、見てきました

けれども、この内容に関しては、このとおりだな

というふうに思っておりますが、この説明会で質

問された方がいて、その質問というのは、高架下

に店舗が入ってくると、これは計画どおりいくの

ですかということを聞いていました。東武鉄道も、

プレス発表、今日したばかりなので、その内容を

見てくださいというお話でした。 

  私もこのプレスを見ましたけれども、東武鉄道

が言っていましたけれども、声が大きかったスタ

ーバックスも入ってきますとか言っていましたけ

れども、本当に私もよかったなと思っております

が、いわゆる店舗の配置図を見ますと、今改札は

一つしかないのだけれども、この真ん中に、ちょ

うど広場みたいなのが空いていて、空きがあるな

と、期待を持って言いますと、やはり改札、前に

も、くじらい委員も言っていましたけれども、今

改札一つなんだ、もう一つ欲しいよというところ

で、この絵を見ると真ん中に空いているから、是

非こういうところに新しい改札を造ってほしいな

んていうふうに私は思ったのだけれども、区はど

んな認識を持っていますか。 

○まちづくり課長 何でしょう、同様なところはあ

るのかなと思いますけれども、まちづくり連絡会

のときですとか、あるいは東武鉄道から聞いてい

るところの話では、特に新たな改札を造るという

ようなところは聞いておりません。今の状況を見

ながらなのかなというふうに考えております。 

○くぼた美幸委員 声があるということは確かなの

で、是非、もし可能であれば、改札をもう一つ増

やしていただきたいなというふうにも思っており

ますので、要望しておきたいというふうに思いま

す。 

  もう一点は、これ初めてかもしれないのですが、

階段が三つあって、一番奥の階段、先っぽの方の

階段にはエスカレーターが付いてないので、やっ

ぱりここにもエスカレーター１本付けてほしいと

いう声もあります。こんな声は、区には届いてな

いのですか。 

○鉄道関連事業課長 私のところには今のところ、

初めて聞いたところでございます。 

○くぼた美幸委員 声として来ておりますけれども、

エスカレーターが上下線１本ずつ、殊のほか階段

が長いと。できれば奥の階段にエスカレーターを

もう一本付けてほしいという声を私のところにあ

りましたので、これも要望しておきたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

○横田ゆう委員長 ほかに質疑。 

○くじらい実委員 今、くぼた委員からも質問あり

ました、私の方も竹の塚なのですけれども、ちょ

っと少し内容を重なる部分もあるかもしれません

が、まず最初に中央地区、地区計画等の都市計画

変更についてなのですけれども、先ほどくぼた委

員からもお話ありました竹の塚第五公園の廃止と

いう部分で、これ、やはり地域の方からしたら公

園がなくなるというのは、やはりちょっと受け入

れづらい部分もあるのかなと思うのですが、これ

先ほど副区長もありました地区施設でということ

なのですけれども、公共的な空間を地区施設で確

保するということなのですが、これ公共的な空間

というのは、具体的にこういうものをつくってい

くよという今計画というのはあるのでしょうか。 

○まちづくり課長 今地区施設でけやき大通り沿い
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に公共的な空間を、北側、南側両方に位置付けて

いきたいということで、細長い空間になるかと思

います、考えております。 

  具体的にはこれからまた検討、ＵＲともしてい

くところでございますけれども、例えばその歩道

空間と一緒になるような形での緑のある空間です

とか、あるいはその空間の中に小さな建物みたい

なものがあって、店舗ですとか、そういうような

ものが少し建てられるですとか、そんなような空

間にできないかなということで考えているとこで

ございます。 

○くじらい実委員 今歩道のある空間、緑のある歩

道のある空間ということで、例えば公園とかだと

ベンチがあったりとかという感覚もあると思うの

ですけれども、そういうとこに例えばベンチを置

くとか、公園ではないけれども、公園の似たよう

な機能を持たせるよということではない、そうい

うことはできないですか。 

○まちづくり課長 散歩しながら休めるですとか、

ところもあるかと思いますので、今おっしゃるよ

うにベンチですとか、そういうようなことも、設

置なんかも含めてＵＲとは検討してまいりたいと

考えてございます。 

○くじらい実委員 私もこの、当然公園の代わりに、

代わる空間として公共的な空間ということで、こ

れ書いてあるのですけれども、公園という捉え方

ではなくて、憩いの空間という認識を持った方が

いいのかなっていう考えではあります。 

  くぼた委員の質問にありましたけれども、やは

り地域の方にこういうふうにやってくよというの

を示してあげた方が、やはり皆さんも納得をしや

すいのではないかなと思います。今後の計画の中

で進め方、大変難しいかと思いますけれども、是

非この公共的な空間という部分をしっかり説明を

していってもらいたいなと思います。 

  あと次に、ミントポ、タウンマネジメントの取

組状況のミントポの件なのですけれども、こちら、

開設されて大体１年ちょっとたった状況で、今回

これまでの主な取組というのが幾つも出していた

だいているのですけれども、これは当然ミントポ

というのはまちづくりに寄与するためにという趣

旨があったと思うのですけれども、これ、これま

での取組の中で、実際見ると、イベントをやりま

したということになると思いますけれども、これ

実際まちづくりにつながるようなイベントという

のは、何か効果があったのでしょうか。 

○まちづくり課長 私も正直言って、具体的にやっ

たイベントがまちづくりにつながっているかとい

うと、なかなかそうではないのかなという感じは

してございます。 

  ただ、例えばクラシックコンサートですとか、

いうものを行ったときなんかは、ミントポで行っ

ていますけれども、竹の塚の駅の方まで音が聞こ

えてきて、そこで立ち止まる方がいたりだとか、

のぞき込む方がいたりだとか、新しいその竹の塚

の景色が少し生まれてきたというところもあるの

かなと思います。 

  今後また、このイベントで終わらせずに、どう

いう形でそれを広げていく、つなげていく、人を

発掘していく、そういうとこにつなげていくべき

だと思っていますので、ＵＲとも協力しながら取

り組んでまいりたいと考えてございます。 

○くじらい実委員 なかなか今までのやつだと、イ

ベントをやりました、これが地域の方が集まって

今後のまちづくりについて議論をしましたという

ころまで行ってないような状況だと思うのです。 

  これ（２）の今後の予定の方では、こういうこ

とをやりますよというのはあるのですけれども、

やはりこれからのまちづくりにどうつなげていく

かというのが、このミントポの在り方というのは
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重要かなと思います。今後、令和６年度には竹の

塚のエリアデザイン計画の策定予定だと思うので

すが、これはエリアデザインとそのミントポの連

携というのは何かこう考えてらっしゃるのでしょ

うか。 

○エリアデザイン推進室長 エリアデザイン計画と

ミントポとの連携というのは、特に考えていない

というとちょっと語弊がありますけれども、エリ

アデザイン計画の中ではタウンマネジメントとい

いますか、人が主役という中で、どう地域と関わ

っていくかということありますので、このミント

ポというのは一つ、ラボとしてやっていますけれ

ども、何でしょう、検証の結果でいいものがあれ

ばそこら辺を盛り込みながらやっていくというこ

とはあると思うので、特にそのエリアデザイン計

画の中でミントポをどうこうしようというのはな

かなか、上位の計画なので記載しづらいと思うの

ですけれども、エキスを少し吸い上げながら、ま

ちの在り方とかタウンマネジメントの在り方がど

うかということは少し触れていきたいなというふ

うに考えてございます。 

  ちょっと質問前に戻ってしまうのですけれども、

公共的な空間というのは憩いというお話ありまし

たけれども、公園の機能ということもありますの

で、集うといいますか、そういう機能も少し持た

せるべきなのかなと思っておりまして、ＵＲの第

三団地のところがほとんどになってまいりますの

で、そこら辺ＵＲと少し相談しながら、イメージ

で言うと、都心の方だと少し広い道路沿いに何か

人が集えるような、そういう何か施設があったり

とか空間があったりということがあったりするの

で、そういうふうにできないかどうかということ

も併せて、ＵＲと協議していきたいなというふう

に考えてございます。 

○くじらい実委員 すみません。質問の方のエリア

デザイン計画の中ではなかなかというところかも

しれませんけれども、やはりミントポとして、今

活動していただいている綾瀬の方はぐるぐるの話

もありますけれども、やっぱり竹の塚の方で、し

っかりミントポは今後のまちづくりに向けてしっ

かり活用していただかなければいけないのかなと

いう部分でございますので、イベントやって終わ

りだよというふうにならないようにしっかり連携

していっていただきたいなと思います。 

○エリアデザイン推進室長 今後の区の取組といた

しまして、公共空間の活用ですとか、計画の周知、

意見聴取等々もございます。その中では、お互い

に連携しながらやっていければということで、お

互いに関与をしながら進めていきたいというふう

に考えてございます。 

○くじらい実委員 ちょっと最後になりますけれど

も、先ほど、こちらのくぼた委員からもありまし

たが、高架下のこれ高欄部分ですね、これ製造メ

ーカーのリコールで、製造過程でリコールが発生

したということなのですが、これ何か具体的にど

ういう理由でリコールになったかというのが分か

るのかどうかと、あと先ほど工事の安全性という

ことだったのですけれども、今現在このリコール

が発生した時点でこの高欄の安全性というのはい

かがなのでしょうか。 

○鉄道関連事業課長 不具合の内容としましては、

クラックといって小さなひびが入って、そこから

水が入って変形する、膨らむというのがあったり、

単純に膨らむというのがあったりします。 

  具体的な数としましては、現在のところ、一番

初めに報告を受けた内容では、全体のうち１，６

５４体が対象だった、製造対象でなっていたとい

うことでございます。全体のうちの、すみません、

話がちょっと変なのですけれども、全体で設置し

た数のうち１，６５４体の高欄がリコール対象に
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なっているということでございます。 

○エリアデザイン推進室長 ちょっと正確ではない

かもしれませんが、ＦＲＰパネルを作る工程の中

で、表面の加工が少し甘かった関係で、ひびが入

って水が浸入してくると、暖かくなって、寒くな

って、凍って膨らんでということで、亀裂が入っ

てということだそうです。 

  設置されているパネルの中で、ＪＲ九州で同じ

ロットを使っていて、そのＪＲ九州で事故があっ

た。その同じロットで使われているものが１，６

５４体ある。その中で、５２５体がクラック変形

があったというふうに聞いてございます。 

○くじらい実委員 今現時点で安全かどうかという

のをちょっと聞きたかったのですけれども、今は

リコールで、今後交換していくということになる

と思いますけれども、その辺の安全性については

いかがですか。もう問題ないのでしょうか。 

○鉄道関連事業課長 東武鉄道では、現時点より、

それ以上症状が進まないように、ひびとかが膨ら

まないように養生して対応しているというふうに

聞いております。 

○くじらい実委員 分かりました。 

  これ最後になりますけれども、今後公共利用用

地を使用して、令和７年９月３０日までこの取替

え工事の場所として使うということなのですが、

先ほども、くぼた委員からありました、やはり高

架下、もう２４店舗ももう決まりましたし、昨日

の大規模小売店舗立地法に基づく新設届出の説明

会があって、そこの下には、高架下にはスーパー

も入るという話ですので、実際のところ、区が使

える高架下というのがもう公共用地しかなくなっ

てきます。 

  実際以前、アンケートも取ったことあると思う

のです。平成３０年だったと思いますが、そこで

何を、どんなものがいいですかというアンケート

もあったと思います。 

  実際のところは、区が使える用地がもうここの

場所だけになってしまっておりますけれども、こ

れ実際そのアンケート取ったときの、何かこのア

ンケート結果を反映するとか、今後、区民の方の

声も聞いていこうとかそういう計画とか予定はあ

るのでしょうか。 

○まちづくり課長 平成３０年のときにアンケート

を取ったときの状況と、くじらい委員おっしゃる

とおり、高架下の店舗ができてきたりだとかいう

部分で、状況が変わってきている部分もございま

す。 

  今後また地域の皆さんの意見なんかも、例えば

ミントポなんかを利用させていただいたり、ある

いは道路の広場化実験をしていくところで伺った

り、そんな形でも、地域の皆さんの意見を伺って

いけたらなと考えてございます。 

○くじらい実委員 是非公共利用用地については補

助２６１号線も多分これ面している場所になると

思いますし、立地としてもすごくいいとこにはあ

るのかなと思いますので、ここをしっかり今後も

十分議論させていただいた上で決めていければい

いなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○たがた直昭委員 私、江北エリアデザインの取組

状況について幾つか確認をさせていただきます。 

  最初に、３施設の連携ということで、冒頭説明

の中でそれぞれ定借があり、また指定管理があり

という中で、区外からも人を呼び込める目的地と

なる拠点ということなのですけれども、３施設の

連携でこれからプロポーザルに入るのですけれど

も、ちょっともう一回、連携という意味で確認を

させていただきたいと思います。 

○エリアデザイン推進室長 江北のエリアにつきま

しては、２０ページの中段にありますけれども、

健康ということで、特にその右側にあります運動
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スポーツの機能を３施設でもって、おのずと健康

になれるまちをつくっていこうというところでご

ざいます。そのために運動スポーツで連携をして

いくということをまず一つ考えております。 

  あと目的といたしましては、先ほど御説明させ

ていただきました、身近なところでですとか、目

的地となる平日日中、中心とした施設利用という

ことなのですけれども、３施設連携することで、

指定管理二つと定期借地で、定期借地のところを

少し拠点としながらうまく施設をつなげたり、お

互いに施設を融通し合うことでのイベントがやり

やすくなったりですとか、お互いをそれぞれお伝

えすることで、周辺としての認知度を上げるです

とか、そういう効果があるのかなというふうに思

っております。 

  ただ、二つの施設と一つの定期借地というとこ

ろで、うまくそれが連携してできるか、プロポー

ザルとしてできるかというところを今検証してい

るところなので、そこら辺を少しリーガルチェッ

クしながら進めていければというところでござい

ます。 

○たがた直昭委員 江北給水場の上部については今

現況どうなっていますか。 

○エリアデザイン推進室長 何度か確認はしている

のですけれども、基本的には、区の上位計画は理

解しているので、それに即した形で利用検討して

いくということで、具体的にはまだどう使うとい

うことは、お答えはいただいてないような状況で

ございます。 

○たがた直昭委員 ３施設の連携、早ければ、もう

ここを巻き込んでの連携が一番いいと思うのです

けれども、これだと非常によく分かるのですけれ

ども、地図等々を見る限りには、高野小跡地、そ

の横に今度、北側の方行って、江北給水場の上部

があって、環七があって、タクシーとファミレス

があって、今度北側に上沼田公園という形になっ

て、距離的には歩けない距離ではないのですけれ

ども、若干あるなと。しかしながら、当然江北上

部が入ってくると、またこれが４施設一体となっ

てできるのが一番理想だと思うのですけれども、

この辺の件については東京都には投げかけてない

のですか。 

○エリアデザイン推進室長 本会議でも何度か御質

問いただいておりますので、その関係で東京都の

方にも確認をする意味では区の状況もお伝えはし

ているところでございますけれども、なかなかお

答えはいただけてないというとこでございます。 

  区の要望といたしましては、★★施設連携とい

うことがありましたり、あと駐車場が少し足らな

そうだというところもありますので、駐車場で少

し御協力いただきたいということはお伝え申し上

げておりますけれども、明確なお答えは今のとこ

ろない状況というとこでございます。 

○たがた直昭委員 しっかりとやっぱり要望という

か伝えていただきたいと同時に、以前我が党の代

表質問の中にも日暮里・舎人ライナーの乗降客数

が本当に高い割には赤字だと、東京都の中で検討

した結果、やはり沿線沿いのやはりイベント等を

きちんと活用しながら、ここで増やしていかない

とという、やはりそういう東京都が結論出してお

りますので、これ逆に言えば足立区が主導になっ

て、東京都にどんどん働きかけていただきたいと

思いますので、その辺は要望させていただきます。 

  この３施設連携について、各地域のエリアデザ

インもそうなのですけれども、各所管がみんなば

らばらなのですけれども、この辺はどこが最終的

に、イニシアチブじゃないですけれども、中心と

なって動いているのですか。 

○エリアデザイン推進室長 今のところは３施設連

携というところで、エリアデザイン計画担当課の
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方で音頭を取ってやっておりますけれども、これ

からの進め方によっては、それぞれ創出用地の部

分と公園とスポーツ施設というところで、それぞ

れの管理を目的とした取組が出てくるというふう

に考えてございます。 

○たがた直昭委員 分かりました。その辺はお願い

します。 

  あとこの創出用地、定期借地のところなのです

けれども、ここについての今現状はどういうふう

になっていますか。 

○資産管理課長 創出用地の現状につきましては、

今年度、公募の方に向けて準備を進めてまいりま

して、秋頃、公募に着手できればいいと考えてお

ります。 

○たがた直昭委員 どういうような内容で今のとこ

考えていますか。 

○資産管理課長 今エリアデザイン推進室長からお

話があったように、３施設連携というところをま

ず条件にしたいと考えております。 

  当然エリアデザインの中で健康をテーマにして

いますので、そういったところを中心に提案をし

ていただきたいと考えております。 

○たがた直昭委員 分かりました。 

  高野小跡地、サッカーができるところ、上沼田

東、野球ということでありまして、あとは創出用

地がいろいろなうわさはありますけれども、その

辺もきちんと力を入れていただきたいと思います

ので、よろしくお願いします。 

  あと最後なのですけれども、３施設の目的の中

に、平日日中を中心とした利用率向上に資する事

業の展開ということでありますけれども、これ、

先ほどの関連となんかするのですけれども、東京

都は何か考えているのですか。ちょっとそれを確

認したいのですけれども。そういう話は聞いたこ

とありますか。 

○エリアデザイン推進室長 私の方では特に、平日

日中これでという話は聞いておりません。 

  また、我々としてもやっぱり平日日中誰がいる

のかというと、なかなか働き手の方いらっしゃら

なかったりというとこありますので、御高齢の方

ですとか、あとは小さなお子さんをお連れの方で

すとか、そういう方の、何だろう、イベントじゃ

なくて毎週通うような教室ですとか、そういうも

のとかができないのかなというところで、そこら

辺も少し事業者に確認をしたりしているところで

ございます。 

○交通対策課長 私どもで、日暮里・舎人ライナー

の窓口をやらせていただいております。 

  東京都の交通局とよくお話をさせていただいて

おるのですけれども、今たがた委員おっしゃって

いたような、昼間の乗車数を増やしたいという話

は前々からいただいております。 

  その中で、ここへきまして、いろいろとやっぱ

都の方にも、そういう経営上の報告の中でいろい

ろと意見をいただいているということで、もう少

しちょっと本腰を入れてやっていきたいというよ

うな話をいただいております。 

  そこで、うちの方からも、このエリアデザイン

の委員会でこういう話が出ていますというような

ことは、情報としてお渡しさせていただいており

ます。私の方からも、給水所の上部についても、

何とかならないですかねというような話もさせて

いただいているとこでございます。引き続きその

あたりについてはお話をさせていただきたいと思

います。 

○たがた直昭委員 分かりました。是非お願いしま

す。 

  いよいよあしたから２日間千本桜まつりという

ことで、舎人公園で、もう今もうテントすごい張

られていまして、是非あした、あさって天候だと
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いいかなと思うのですけれども、いずれにしても

１年に１回のイベントで、どのぐらい乗降客が来

るか分かんないですけれども、やはり次のイベン

トとしてこちらの３施設の合同でやるのも、やは

りきちんと力入れていただいて、やはり舎人公園

とこっちでもということで連携、東京都と連携取

りながら、今後進めていただきたいと思いますの

で、是非要望としてよろしくお願いします。以上

です。 

○はたの昭彦委員 報告に沿って何点か質問したい

と思います。 

  まず、北綾瀬駅の関係なのですけれども、まち

づくり委員会の中の質疑で、喫煙場について、駅

前交通広場あるいはその周辺に喫煙ができないか、

担当所管調整をするというような答えをされてい

るのですけれども、しょうぶ沼公園に喫煙場を造

るときに、公園の中にわざわざ造るよりも交通広

場に設置した方がいいのじゃないか、できるんじ

ゃないか、その方がいいのじゃないかという提案

をしたときに、場所がないとかいろいろなことを

言って、できないというようなお答えだったので

すが、これ今後可能性としてはあるということな

のでしょうか。 

○道路整備課長 駅前広場の件で、地域のちから推

進部とは調整しております。 

  はたの委員御発言のとおり、なかなか場所がな

いということで聞いております。可能性につきま

しては、そのあたりも含めて、ちょっと地域のち

からの方からまとまったら報告していくというこ

とは聞いておりますので、ちょっとそちらの方の

まとまり次第の報告ということで御理解いただけ

ればと思っております。 

○はたの昭彦委員 だとすると、本当にしょうぶ沼

公園に設置をするときに、小さなお子さんを持っ

ているお母さんたちや地域の方から、なぜわざわ

ざ公園に、喫煙をするようなスペースを公園に造

るのか、公園じゃないとは、区の方は、敷地的に

は公園じゃないと言っていましたけれども、そう

いう答弁をしたわけです。 

  これからやっぱし交通広場の方が北綾瀬駅の中

心になるわけですから、人の流れもやっぱりそっ

ちが多いわけだから、そういうことがあるのであ

れば、最初からこういうところの検討を、用地を

残して検討すべきだったのじゃないかなというふ

うに思います。それは意見として申し上げておき

たいと思います。 

  それで、今、喫煙所が、たしかもう供用が始ま

っていると思うのですけれども、もともとそばの

コンビニのところに喫煙場があって、横を通ると

煙がもくもくして、受動喫煙ということで、地域

の方から喫煙場をという話があったのですけれど

も、コンビニの喫煙所については撤去してくださ

いとかそういうことは、区の方として要望してい

くのですか。 

○都市建設部長 すみません。この件については、

確認して改めて御説明したいと思います。 

○はたの昭彦委員 本当に横に通って、駅の方にま

で煙が、★★よっては漂ってくるので、是非地域

とも調整しながらやっていただきたいと思います

のでよろしくお願いします。 

  それと、六町の活用状況の進捗についてという

ことで、当初の建設費を、事前に聞いたら、何か

倍ぐらいの費用がかかってしまうような見積りが

出てということで、大変だなと、★★、地域の皆

さんは本当に期待をしていて、もう既にパースと

いうか図面まで、絵まで発表して、六町の駅前が

だんだんにぎやかになっていって、期待が大きい

わけです。 

  事業者にしてみれば、事業採算性とか合わない

と大変なわけですし、逆にその分高くなったから
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テナント料上げるのかというとなかなかそれも、

テナント集めるのに大変だと思うのですけれども、

一番懸念するのは、事業者が撤退しちゃったら困

るなということで、大変困る、その辺については、

事業者との話合いというのはどうなっているので

しょうか。 

○資産管理課長 今回事業者から延期のお話いただ

いた中で、当然、はたの委員おっしゃるとおり、

撤退というところが一番区としても困りますので、

そういったところも確認させていただきましたけ

れども、現在のところ撤退というところは当然考

えていないというお話いただいています。 

  それと、今回、計画の中で、パースも当然地元

の方に見せている中で期待も当然されているので、

当然工事費を抑えるために事業規模を縮小すると

いうところも不安だというところもお話ししてい

るのですけれども、そういったところをまず、期

待を裏切らないように、まずは、例えばですけれ

ども建物の構造を見直すとか、あとは駐輪場の今、

位置を地下とか★★とか、そういったところで検

討したいというお話はいただいていますので、ま

ずはちょっと検討の状況をいただいて、また区議

会、地元の方に御説明できるようにしたいと考え

ております。 

○はたの昭彦委員 区としても協力できるようなと

ころ協力して、是非進めていっていただきたいと

思います。 

  次、竹の塚なのですけれども、先ほどからいろ

いろお話に出ている竹の塚第五公園に代わる空間

としての公共的な空間を地区施設で確保するとい

うことで、公園に代わる空間ということで、今の

竹の塚第五公園については、地域の方たちがイベ

ントですとか、あと集会なんかにも利用するため

に区の占用許可をもらって、★★利用しているの

ですけれども、これ公共的な空間で、地区施設で

確保するということで言うと、そういった地域の

要望というか、利用したいというときに使えるよ

うな空間として残すのでしょうか。 

○都市建設部長 具体的な利用方法については、今

後ＵＲと詰めていくことになります。 

  今、はたの委員御発言のとおり、当然空間とし

て公園的な利用、空間として地域の方が利用、活

動ができるということは重要だと考えております

ので、こちらについては今ここで、はい、分かり

ましたとは言えませんが、ＵＲと協議してまいり

ます。 

○はたの昭彦委員 夕涼みのイベントでしたっけ、

ああいうのも地域の商店街なんかが一緒になって

やっていたわけですから、そういったやっぱり駅

前の空間としての利用という、利用価値というの

は非常に大きいわけですから、そういう機能を是

非残していっていただきたいと思いますし、ＵＲ

の方にも要請していっていただきたいと思います。 

  それと、先ほどの、さっきくぼた委員の質問で

も初めてそういう声が出たということ言っていま

したけれども、竹の塚第五公園を３号棟の移転先

として代替施設を造るというようなお話だったの

ですが、ＵＲと具体的にそんなとこまで話が進ん

でいるのでしょうか。 

○副区長 ３号棟のという具体的じゃありませんけ

れども、まず先に動く、すみません、３号棟です、

３号棟の移転を一番先に私どもとしても駅前広場

を確保するためにやってほしいということで、そ

れをまず進めるためには、代替地としてどっか欲

しい。ところがＵＲはなかなかそれを見つけられ

ないので、第五公園を区に協力できないかという

ことです。 

  加えて、私どもとしては、駅前広場を整備する

に当たって、コスト的にそれが★★なるように、

ＵＲと今協議をしているとこでございます。 
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○はたの昭彦委員 ＵＲがストック再生事業なんか

をやるときについては、先ほど時間がかかるとい

うお話だったけれども、時間かけて入居者をだん

だん減らして、棟を空にしてというか、して、そ

の部分で、まず新しい、建て替えて、順々に入居

して、入居をやっていく、都営住宅なんかでもそ

ういうやり方をやっていますけれども、そうする

と、要は区が駅前の交通広場を早くやりたいから、

ＵＲにこういう提案をしますので、私たち代替地

提供しますので、やってくださいみたいな、要は

区が主導してこういうことをやっているという、

こういうことというか、早く交通広場を整備する

ために働きかけているということなのですか。 

○副区長 連立が完成して、地域の皆さんは、やは

りまちづくり、どうなっていくのかという非常に

高い関心持っています。ですから、私どもとして

は、一日も早くその形を見せていく必要があると

いうふうに思います。 

  そのために、まずスピード感を早めるためには、

今の第五公園の活用というのが、私どもとしては

一番早くできる方法ですし、駅前広場を造ること

によって、先ほどイベントとか公園でやっている

という話がありましたけれども、駅前広場を使っ

てイベントを行ったり、そういったことも考えて

いきたいと思っていますので、今後の竹の塚の大

きく変化していく中のステップというか、そうい

うことにしていきたいと思っています。 

○はたの昭彦委員 そうすると、駅前、僕のイメー

ジでは駅前広場というか、交通広場的なイメージ

だったのですけれども、そういったイベントとい

うのも変なのだけれども、さっき空間を利用した

イベントという、そういうイベント広場みたいな

空間もこの竹の塚の駅前の交通広場の整備の中で

造っていくということでいいのでしょうか。 

○都市建設部長 少し長くなりましたが、もともと

交通広場の機能として竹の塚の交通広場、かなり

狭いですし、バスが全て交通広場の中に入ってい

ない。まず、ここを解決するということが一つな

のですが、当然今のまちづくりの中では、やはり

バスとか歩行者、自転車だけではなくて、そこで

人が集うとかイベントをするとか、そういうもの

もシフトしていかなきゃいけない。ですので、単

純に交通結節点としての広場を造るのではなくて、

やはりイベント、例えばですけれども、ベンチを

置いてみたり、移動式のベンチを置いてみたりだ

とか、もしかしたらキッチンカー置いてみたりと

か、そういうことが可能なような空間を是非造っ

ていきたいと。 

  そのためには、やはり当然、周辺の団地再生と

いうこともあるのですけれども、それに併せて交

通広場を造っていくことが、新たなまちの活性化

につながると思っていますので、その一助として

今、竹の塚第五公園、使わせていただきたい、そ

のような立て付けで、今のところは、相手がある

ことですので、全てすんなり行くとは思いません

が、区の思いとしてそのような立て付けで今後整

備していきたいと思っております。 

○はたの昭彦委員 ここの竹の塚、最後にしますけ

れども、そうするとスピード感を持ってというこ

とで、そういった竹の塚第五公園をそういう用地

として提供することで、どれぐらい早く竹の塚交

通駅前広場が、使わない場合と使う場合とどれぐ

らいの時間差というか、あると考えているのでし

ょうか。 

○都市建設部長 これ考え方によって年数が変わっ

てしまうのですが、通常の、委員から前お話いた

だいた団地再生に捉えてみますと、ある程度募集

を停止して、空けて、更地にして、そこに建てて、

そこに戻ってもらう、ほかの住棟から移っていた

だくということをするとなると、当然その解体か
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ら建設まで２年とか３年かかることになろうかと

思う。今回の場合は、言い方が適切かどうかなの

ですが、第五公園を活用することによって、いわ

ゆる一発で移転できる人たちがいるということに

なると、そこを移転することによって、新たな土

地を生み出すということになりますので、少し、

ちょっと長くなって申し訳ないのですが、何年と

言い切れないのですが、当然のことながら今の考

え方で言うと、二、三年は当然延びることになろ

うかと思います。 

○はたの昭彦委員 想定の話なので何とも言えない

けれども、ただ、何とも言えないというか、答え

るのが何とも言えないだろうからというのだけれ

ども、だけれども竹の塚第五公園をやっぱり残し

てほしいという声もやっぱりあるということで、

そういう声もしっかりとやっぱり受け止めながら、

やっていく必要があると思いますので。 

  それと、タウンマネジメントの取組状況につい

ての中の、ミントポの中のセレクト棚の設置とい

うので、有料ということであるのですが、この有

料というのはミントポの方で決めるのか。なるべ

く費用が掛からないようにということで、例えば

区内のものづくり担い手といっても、商売やって

いる方じゃなくて趣味の中でやっている方とか、

いろいろ技術持っている方もいますので、そうい

うことを広めて、こういう方たちがこの地域にい

るのだということを広めるところもあるというこ

とで言うと、地区庁舎の１階にも、ものづくりの

棚ありますけれども、結構見ている人がいますの

で、そういう意味ではなるべく費用負担が少ない

ようなことで進めていただきたいのですが、いか

がでしょうか。 

○都市建設部長 今回のタウンマネジメント、エリ

アマネジメント、どちらでもいいと思うのですが、

今回下敷きにしているのが、ＵＲが団地再生しま

したひばりが丘団地が、実はエリアマネジメント

考え方で行っております。竹の塚全て同じという

わけではないのですが、その中に実は同じような

仕組みで、いわゆる今回ミントポが運営していま

すけれども、似たような形で先行事例があります。

そこの中に確かに棚を作って、そんなにいっぱい

お金取っているわけではありませんので、当然そ

の意図としては、やっぱり地域に関心を持ってい

ただく、そのためのセレクトとして、一つとして

ありますので、はたの委員お話のように、そんな

にいっぱいお金を取ってもうけようということで

ありませんので、それについてはミントポときち

んと話していきたいと思います。 

○はたの昭彦委員 分かりました。 

  それと、この間竹の塚の事故の献花式、１０年

目ということで最後ということで、私も参加させ

ていただいたのだけれども、踏切がなくなって、

地域が、あそこの、赤山街道がやはり行って、真

ん中が渡れないという、踏切があったところ渡れ

ないということで、両側の信号のとこまで、ぐる

うっと回らなきゃいけないということで、自分が

考えたときに、今ならぐるっと行くけれども、あ

と１０年、年取ったらこれぐるっと行くかなとい

う、かなりの距離で、真ん中の仕切りが外れてい

るところありますよね、ついそこから渡っちゃい

たいなというふうに思うのが、やっぱり正直なと

ころだなと思ったのです。それで、この間ずっと

あそこに信号を付けられるかという話の中で、両

側にある信号機からの距離が短いということで、

渋滞とか、そういうのの原因になるということだ

ったのだけれども、この間、やっぱり見ると、あ

そこ東側から来て、車が、やっぱり西友の前の信

号、長いので、あそこから渋滞して車が並んでい

くと、やっぱり高架下通り過ぎて、向こう側、更

に先まで並んでいるときがやっぱあるわけです。
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そうすると、やっぱり車が止まっていると渡って

しまうという、北綾瀬の駅前の信号じゃないです

けれども、渋滞している、つい渡ってしまうとい

うことで、高架化になって鉄道事故はなくなった

けれども、今度自動車事故でけがする方なんか出

たらやっぱりまずいと思うし、何とかやっぱりそ

の歩行者用信号だけでも造れないものかというよ

うなことは、是非、地域からもそういう声が相変

わらずありますので、是非しっかりと考えていた

だきたいのですが、いかがでしょうか。 

○鉄道関連事業課長 この問題については、長く御

質問いただいているところでございますが、現状

としては補助２６１号線などの新しい道路ができ

た段階で、また通過の交通量とか変わると考えて

おりますので、それ時期を見極めて警察とまた再

度協議していきたいと考えております。 

○はたの昭彦委員 是非お願いしたいと思います。

なかなか難しい問題でありますけれどもね。 

  次に、北千住なのですが、千住の大川端で、い

ろいろ三者で話合いをして、区の方からこういっ

た意見を事業者側に伝えたというわけなのですが、

これは、いずれ回答として来るのですよね。 

○千住地区まちづくり担当課長 回答として来るも

のと、今後協定という形で締結していくものとご

ざいます。 

○はたの昭彦委員 是非返事来たら、是非また報告

していただきたいと思います。 

  それと、北千住東口の北街区について、今回ア

ドバイザー会議の意見を受けてということで、新

たに計画が改善されたというか、改定されたとい

う、これは事業者が声、区の方からアドバイザー

会議、こういう意見出ましたよということで、事

業者が回答してきたということでいいのですよね。 

○千住地区まちづくり担当課長 はたの委員御認識

のとおりでございます。 

○はたの昭彦委員 それで、私びっくりしたところ

がありまして、マンションの住宅の戸数が４００

戸から約２６０戸で★★減ったわけですよね。 

  市街地再開発計画というのは、いかに容積率を

上げて、その保留床を生み出して、その売却益を

工事費に入れ込んで、地権者の負担を減らすとい

うことが、市街地再開発計画の事業の一番の根幹

だと思うのですけれども、１４０戸も減らして、

これ事業成り立っている、こういう計画が出てき

たわけですから、よっぽどこの市街地再開発計画

でもうかるのかなと。特に、北千住の駅前で、例

えばこれ１４０戸全てワンルーム形式だとしても、

北千住の駅前で、今、注目浴びているとこだから、

恐らく５，０００万、６，０００万すると思うの

です、ワンルームでも。そうすると、これ１４０

戸減らしたことで、どれぐらいこの減少になるの

かなと計算すると、やっぱり６０億、７０億と、

軽く出てしまうと思うのです。 

  私はこれ見てすごくびっくりしたのですけれど

も、区は、区の受け止めはどうなのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 今回のおっしゃる

とおり住宅が１４０戸ほど減っていますが、この

ホテルが１６０室程度、今計画しているというふ

うに聞いていますので、その床のやり取りの中で、

事業採算性は検討しているものだというふうに考

えております。 

○はたの昭彦委員 ただ、ホテルはテナント料だか

ら、なかなか一気にお金が入ってくるわけじゃな

いですし、やっぱり市街地再開発事業というのが、

認可されたときに３分の１は税金から工事代金で

事業費が補填をされるということで、やはり企業

にとっては非常にメリットのある事業なのだなと

いうのが、これから私は受け止めたのです。 

  それで、この中で、今回アドバイザー会議の方

から、公共貢献との容積率のバランスについてよ
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く検討するということで、新たな公共貢献メニュ

ーということで、アからウ、三つの公共貢献メニ

ューが追加をされた、ここが、やっぱり税投入の

可否というか根幹になるわけですけれども、公共

貢献事業として、区は、新たに追加されたことも

含めて十分だなと思うのか、それともこれじゃま

だまだ、税をこれだけ投入するのには不足だなと

思うのか、どちらなのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 まだ、区としての

最終判断は出ておりませんが、現在準備組合の修

正プランについて、アドバイザリー会議の委員の

先生に御説明を申し上げているところでございま

す。 

  その中では、委員の先生の意見としては、おお

むね地域貢献と容積率のバランスとしてはいいの

ではないかという方が大勢いらっしゃるところで

ございます。 

○はたの昭彦委員 ただ、さっきも言ったように、

３分の１が税金から投入されるということでいう

と、本当にそれで、例えば北千住一丁目もそうで

したけれども、一番上の階が、部屋が１億円を超

すような、恐らく今度は、それからもう何年もた

っていて、マンションは今、史上最高額を更新し

ているような状況なので、もっと高いマンション

が売り出されるのじゃないかなと思うわけです。 

  そうすると、足立区民からすると、何でそんな

に高いマンションに住めるような方のために、私

たちの税金をこんなに投入しなきゃいけないのか

と。それに見合う公共貢献ということで、例えば

ワンフロア、区有施設として提供してくれるとか、

それぐらい大胆な公共貢献を求めてほしいのです

けれども、いかがでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 先ほどのアドバイ

ザリー会議の先生の中の１人には、２０２４年に

入りましてマイナス金利が解除されることによっ

て、住宅の今まで価格高騰がやってきた時代が、

大きく変わる可能性があるという話と、あと建設

費の高騰がやはり相当な勢いで上がっているとい

うことを踏まえて、逆に事業性について、もちろ

ん区として必要な公共貢献を求めていかないとい

けませんが、あまりそこを求め過ぎると、事業が

成立しない可能性があるので、そこは十分バラン

スを注意するようにというふうに御指導いただき

ましたので、そのあたりも踏まえて、区としての

方向性を考えたいというふうに思ってまいります。 

○はたの昭彦委員 事業としてというよりも、でも

地域の住んでいる方たちは本当にここまでの高層

マンションだとかというのは求めているかという

と、全てがそういうわけじゃないわけです。だか

ら、そういうことも含めて、事業としての可否と

か、役割とかというのをやっぱり考えていかなき

ゃいけない。やっぱり一番は、地域の人たちがど

ういうふうにこの北千住のまちを考えて、どうい

うふうに進めていきたいかということだと思いま

すので、是非地域の声をしっかりと聞いていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いしたいと

思います。 

  それと、東口の南街区について、当面休止とい

うことで、解散ではないから、今後の可能性も含

めてなんだろうと思うのだけれども、これどうい

うことというか、なかなか事業が進む見通しがな

いということで休止だと思うのですが、そういう

理解でいいですか。 

○千住地区まちづくり担当課長 はたの委員御認識

のとおりでございます。 

○はたの昭彦委員 それで、北千住の東口について

は、区画街路の１３号線の整備するに当たって、

この間、沿道整備街路事業としてやっていくのか。

それとも、市街地再開発事業という手法の中でや

っていくのかということで、今後考えていく、注
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視していくというようなことだったのだけれども、

今回、南街区については休止ということでいうと、

市街地再開発事業としての中でのというのがなか

なか困難じゃないかなと思うのですけれども、区

画街路１３号線の拡幅については、北街区の方は

大きく広がるわけだけれども、でも南街区が広が

っていかないと交通広場の方になかなかアクセス

というか、結び付けづらいと思うのですけれども、

その辺の、この区画街路１３号線については今後

どのように進めていくのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 はたの委員御発言

のとおり、北街区だけでは区画街路１３号線完成

いたしませんので、北街区の方で１２ｍの、もと

もとの都市計画道路の幅員は確保いたしますが、

残りの２．５ｍについては、今後どのようにして

いくか、また地元の方と意見交換しながら考えて

いきたいというふうに思っております。 

○はたの昭彦委員 ただ、あれですよね、南街区は

休止ということになっちゃったわけだから、いつ

再開する見通しが立たなければ、検討方なり、な

いわけですよね、市街地再開発計画の中でという

ふうにいかなくなるわけだから。 

  そうすると、区として、地権者に対して買収の

交渉とかというのも進めざるを得ないかと思うの

ですけれども、それについての判断というのは、

どのように下していくのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 当面の間は、南街

区の準備組合の方は、年に１回程度区と意見交換

をしていきましょうというような申入れもいただ

いているところでございまして、その辺の進行状

況を見ながら判断していく形になるかと思います。 

  もし、はたの委員言われるように、再開発がな

くなった場合については、街路事業というような

手法を用いながら、区画街路１３号線を造ってい

く形になるかと思いますが、当面の間は動向注視

してまいりたいと考えております。 

○はたの昭彦委員 最後に、ちょっともう一回戻し

て申し訳ない、アドバイザー会議の主な意見の中

で、新たな公共貢献メニューの追加の中で、大学

と連携した地域まちづくりセンターの整備という

のがあるのですが、これは具体的にどういうこと

なのか。それとも、この事業者が既に大学と、大

学って恐らく電機大かなと思うのだけれども、話

合いの中で、何かこういった声が出てきたのでし

ょうか。それについて、最後お願いします。 

○千住地区まちづくり担当課長 いわゆるアーバン

デザインセンターといいまして、柏の葉で東京大

学さんですとか三井不動産がやられているような

取組を、この場所でもできないかということで、

今準備組合の方が電機大学等と、お話合いを進め

ながら検討しているというふうに聞いております。 

○中島こういちろう委員 私は、１点質問いたしま

す。 

  ２８ページの千住大川端地区のまちづくりに関

してです。これ３５ページの需要予測も見ながら

御確認いただきたいと思います。 

  過去の委員会でも何度も質問をさせていただき

まして、改めて試算をいただいてありがとうござ

いました。 

  今回変更するのはこちらですということで御提

示いただいているのですけれども、これもう少し

丁寧にちゃんと御報告いただきたいなというふう

に思っておりまして、これ改めて確認をすると、

３５ページのこの需要予測で、令和５年度の統計、

人口推計補正をしたというふうな話なのですけれ

ども、これ今回、この補正だけではなく、前回と

変えているものもありますよね。そこを改めて、

お話いただいてもいいですか。 

○私立保育園課長 保育の需要予測についてお答え

をいたします。 
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  今お話ございましたとおり、令和５年度の人口

推計に基づいて改めて計算したものでございます

が、前回の委員会の中でも御指摘ございましたと

おり、周辺の保育施設の有効活用をまず考えまし

て、近隣３施設、こちらが定員変更、縮小した部

分を元に戻した形で試算をしております。また、

最大限、区の補助金等が削減できるように、そう

いったところも視点に加えて試算をし直したとこ

ろでございます。 

○住区推進課長 学童保育につきましては、前回１

月のときには、まだ令和６年度に向けた申請者数

というものを見込んだ整備計画、学童保育室の整

備計画の見直しができておりませんでしたので、

今回はその部分を見込んで需要数を算出しており

ます。 

○中島こういちろう委員 是非そういった部分も改

めて記載をいただきたかったなというふうに思い

ます。これだけだと、人口推計値を変えただけと

いうふうにしかちょっと読み取れないかなという

ふうに思うので、ほかの委員の方々も多分そうい

った認識はなかなか持ちにくいと思うので、是非

お願いします。 

  これ、私ここのテーマはすごいこだわっていて、

何でこだわっているかというと、これ数値上でい

くと数名とか数十名という話なのですけれども、

やっぱり保育園が当たり前ですけれども、待機児

童になったり、学童が待機児童になったら、やっ

ぱりそこで働けない保護者の方とかも出るので、

あくまで予想は予想なのですけれども、やっぱり

そこの部分に関してはシビアに見ていただきたい

と思っているので、何度も何度も質問をさせてい

ただいています。 

  これ改めて人口の、３５ページのところ御確認

をいただくと、これ令和、例えばこの状況でいく

と令和１０年、これ保育園の現状、この左側のと

ころだけを見ていただくと、令和１０年の状態で

は、保育園は待機児童はゼロ、逆に余っている状

態と、学童に関しては令和１０年から４４名待機

児童が出てしまうのではないかというふうに、こ

の表から出てくると思うのですけれども、これは

そのような状況の中で、今回足立区が要望する形

でいくと、令和９年度の先の第１期の整備時期、

令和９年度末に保育園から先に整備を進めるよう

に要望していくと、これどういった理由でこのよ

うな順番でやっていくのでしょうか。 

○私立保育園課長 今御指摘の保育施設の整備でご

ざいますが、令和１０年のところでは、３５ペー

ジの表でございますと、まだ不足は出ていない状

況でございます。ただ、この表につきましては千

住地域全体の表でございまして、今回整備を行い

ます千住大川端地区に限定して、当該マンション

だけで発生する保育需要数を鑑みますと、令和１

０年に当該地域に保育施設を整備したとしても、

なおまだ不足が生じているといったところで、近

隣の保育施設の活用も十分に考えて整備するもの

でございます。 

○中島こういちろう委員 そうですよね、御報告い

ただくとき、その表もいただいた方がいいかなと

いうふうに思います。この表だけだと、やっぱり

学童保育が足りない状況下の中で、なぜ足立区は

保育園が、この表だけだと余っているのに、学童

保育ではなく保育園を整備するのかと。やっぱり

そこで必要な理由があるので、保育園の整備を先

にしていただくという話なのかなというふうに思

います。 

  改めて、その中で令和９年度の検証内容という

ところで、改めて出していただいているかと思う

のですけれども、これ右側のとこ第２期で要望す

る保育園及び学童の施設規模だったり、保育園不

足が解消している場合は、せきや保育園の移設だ
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ったりというふうに記載いただいているのですけ

れども、これ具体的に、ここの部分改めて細かく

説明いただきたいのですけれども、ここで第２期

に関しては、今のところ、今回変更いただいた内

容もそうですけれども、変更する可能性もあるよ

ということで、ここで示されているという認識で

よろしいでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 中島委員御認識の

とおりでございます。 

○中島こういちろう委員 是非、あくまでこれ、数

値はどこまでいっても数値なので、そのときの状

況に応じて、ここのタイミングで改めて見ていた

だきたいと思います。 

  最後に一点、学童のところでこれ令和１０年、

これ、これで整備をしたとしても、４４名で待機

児童が出てしまうというのが現在のこのシミュレ

ーションというか、見立てになるのかなというふ

うに思うのですけれども、令和１０年のこの４４

名に関して、入居時期だったりとか調整したりと

か、不足が出ないように事業者に要請していくと

いうふうに書いてあるけれども、具体的にどうい

うことをするイメージなのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 今御指摘ありまし

た令和１０年の４４名の過不足につきましては、

３６ページの①番の建物と②番の建物のところで

ございます。 

  ②番のところの建物が、サービス付高齢者向け

住宅でございまして、こちら１０階建ての建物で

すので、工程の調整が比較的容易というふうに聞

いていますので、今現時点ではこういう時期設定

になっていますが、今回の申出を受けて調整して

いくということで、事業者の方から聞いておりま

す。 

○中島こういちろう委員 では、今これ改めて足立

区から事業者の方々に求めていく内容はこうだけ

れども、今後臨機応変に状況を踏まえながら変更

していくよという、そういう認識で改めてよろし

いでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当部長 中島委員おっしゃ

るとおりでございまして、私どもの方も今後、毎

年子どもの数がどうなっているのかというのも調

べて、追っかけながら、また開発のスケジュール

がもし変更になれば、その辺も臨機応変にスケジ

ュールを、見立てをしていくというような形で、

毎年毎年、追っかけながら解消できるように、課

題を解消できるように努めてまいりたいと考えて

おります。 

○中島こういちろう委員 是非よろしくお願いしま

す。 

  今回この表、左側の表だけを見ても、一、二歳

児が結局不足をしているという状況の中で、足立

区として学童も保育所も両方待機児童にならない

ように、いろいろ組合せながら考えていただいて

いるというふうに認識をしております。 

  ただ、やっぱり保育所に関しては、今後人口の

変化を踏まえると、やっぱりなかなか需要も減っ

てくるという、そういった難しさもあるとは思う

のですけれども、そういったところを鑑みると、

やっぱり例えば保育所定員の弾力化も含めて、あ

らゆる方法で、今後、検討をつくっていただくと

いう方針の方向性ですけれども、そういったとこ

ろも含めて、最後、検討いただきたいと思うので

すけれども、いかがでしょうか。 

○私立保育園課長 保育所の定員につきましては、

今御指摘のとおりゼロから２歳までについて不足

が生じている状態でございます。これにつきまし

て、千住大川端に限らず、区全体で言える部分も

あろうかと思いますので、今後その辺の対応対策

につきましては、待機児解消アクションプラン等

で、また具体的な策の方を、また報告させていた
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だきたいと思います。 

○横田ゆう委員長 ほかに質疑はありますか。 

○岡田将和委員 先ほど、はたの委員がおっしゃら

れていた３０ページの北千住駅東口再開発北街区

についてなのですが、３１ページの（２）の方で、

再開発事業を進めることは必要と考える、全員一

致と書いてあるのですけれども、こちらの再開発

に関わる方からちょっと御不満の声を耳にしまし

た。 

  毎回毎回エリアデザインのこの特別委員会で報

告出ているのですけれども、区として毎回毎回こ

れ会議に参加しているという認識でよろしいでし

ょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 今会議に参加して

いるというのは、アドバイザリー会議のことでご

ざいますでしょうか。準備組合の会議には出てお

りません。 

○岡田将和委員 では、準備組合の会議には出ない

で、アドバイザリー会議のときにだけ出席をされ

ているという認識でよろしいでしょうか。 

○エリアデザイン推進室長 この立て付けなのです

けれども、準備組合は権利者さんが集まって、再

開発をどうしていこうかというお話を、自分たち

の権利をどうしていこうかということでお話をさ

れていると思いますけれども、アドバイザリー会

議は、区がその再開発を進めていくことが妥当か

どうかということを、学識経験者を集めていただ

いたアドバイザリー会議でアドバイスをいただき

ながら進めるということで、ちょっとこう、物が

違うといいますか、アドバイザリー会議について

は区が意見をお伺いする場で、準備組合は自分た

ちの権利をどう活用していこうかということを検

討していく場で、アドバイザリー会議は区の主催

なので、区とアドバイザーさんで話をしていると

いうようなところでございます。 

○岡田将和委員 それでは、地権者の方々と区の方

では、あまり意見交換をしたり、どういう状況に

なっているかという場はほとんどないということ

でしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 準備組合の代表と

して、事業コンサルタント等が区の方には月に、

二、三回程度、意見交換をしに来ております。 

○岡田将和委員 直接区と地権者の方、話をしてい

ないということですね。 

○千住地区まちづくり担当課長 御認識のとおりで

す。 

○岡田将和委員 すみません。何がちょっと言いた

いかといいますと、これ全員一致というふうにな

っているのですが、やはりこの再開発、今回のエ

リアデザインでパース図も提示されました。北千

住駅東口側２８階建てができて、大きくまちづく

りが進むというふうに期待をするのですけれども、

お一人お一人の不動産を持っていらっしゃる地権

者様の協力があってこそ、この再開発というのは

成り立っていくと思うのです。 

  その中で言われたのが、やはり権利の交渉につ

いて、区の話とコーディネーターの話がちょっと

食い違っているですとか、区の前ではこういうこ

とを言うけれども、★★というか、実際の交渉に

なったときに、また違ったことを言っているとい

うような御不満の声がございました。 

  やはり南側も休止になったということで、やは

り信頼関係というのがとても大事になってくるか

と思うのですけれども、そのあたりの課題につい

ては認識されていますでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 まず、岡田委員御

発言の全員一致という話は、アドバイザリー会議

の先生方が全員一致という認識でございます。 

  その上で、準備組合の方は今、例えば北街区で

言いますと、全員が準備組合に加入されているわ
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けではありませんし、再開発事業に必ずしも賛同

されているからといって、準備組合に加入されて

いる状況でもないというふうに認識してございま

す。 

  当然、基本的には準備組合が進めていく事業で

すし、再開発事業を進めていく上では、地権者様

の合意形成が一番大事だと思っておりますので、

その辺は、もし事業者の言うことと区の言うこと

が違うというような事実があれば、区の方にお伺

いいただいたり、若しくは私どもがお伺いして、

きちんと丁寧に説明をしていきたいというふうに

思っております。 

○岡田将和委員 やはりまちづくりを進めていくた

めに御協力が必要かと思いますので、何かとサポ

ートの方よろしくお願いいたします。要望で終わ

ります。 

○おぐら修平委員 私からは、既に質疑もありまし

たけれども、竹ノ塚駅の、まずこのミントポとの

連携です。こちら、この計画の中で、連携しなが

らまちづくり計画エリアデザイン策定のための意

見聴取し、まちづくりに関心ある人の人材の発掘

や竹の塚に合った活動づくり、公共空間活用に場

づくりにつなげていくということで今後の方針に

ついて書かれております。 

  非常にいろいろな面白いイベントもたくさんや

っていらっしゃって、いい取組だなと、これ今あ

やセンターぐるぐるの方で、いろいろな、今まで

地域活動とかに関わらなかったそれぞれの個人の

方が関わってやりたい思いを実現するということ

で、今実施されていますけれども、正にこの応用

を竹の塚で、ミントポと連携しながら実施できれ

ばなという思いがあるのですけれども、いかがで

しょうか。 

○政策経営部長 ミントポの事業者の方は、あやせ

のぐるぐるに★★をおきたいと、情報共有もして

おりますので、お互いのいいとこを、言い方です

が、盗み合って、よりよい活動につなげていきた

いと考えております。 

○おぐら修平委員 是非、今までですと、このミン

トポが主体となったイベントですよね。この出店

販売なんかはそれにちょっと近いものがあるなと

思うのですけれども、区民が参加して、区民がや

りたい思い、区外からの方もいいと思います。そ

ういった方が何か企画をしてやっていけるような

後押し、サポートみたいなことを是非この竹の塚

からも、この拠点としてできればなという思いは

ありますので、これ是非要望としてお願いします。 

  先ほどこの駅前の交通広場整備をして、そこで

道路も活用したイベントだったり、そういうにぎ

わいだったりということお話ありました。 

  正にと、私も正にそういったことができないか

なと思っているところで、例えば一例として、柏

駅、これはデッキの上なのですけれども、道路占

用許可の特例という制度を適用しまして、いろい

ろなイベントだったり、あとデッキの上にオープ

ンカフェやったりだとか、いろいろやっているの

ですけれども、こうした道路占用許可のこの特例

というのも適用しながら、まだまだ先の話になっ

てきますけれども、今後交通広場が整備された際

に、いろいろなイベント、憩いの場、いろいろな

取組、いろいろ自治体、いろいろな地域でやって

いますけれども、そういったものを竹の塚にも、

いろいろな新しいことを仕掛けられないかなとい

う思いがあるのですけれども、いかがでしょうか。 

○道路公園整備室長 おぐら委員おっしゃるとおり、

これまで道路でいろいろなイベント等はほとんど

やっておりません。その中で、ウォーカブルなま

ちづくりというところでも、★★けやき通りの横

にスペースができるとか、そういうものございま

すし、赤山街道の通行形態が変わったりもします
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ので、そういう中でイベントができるように、前

向きに検討していきたいということでございます。 

  まだやっていないものですから、なかなか具体

的な案は出てきませんが、これからの先進事例等

を参考にしながら、前向きに考えていきたいとい

うふうに思っております。 

○おぐら修平委員 そうなのですね。なかなか確か

に、その道路を使ったイベントとかってなかなか、

そうなのですよね、是非ここを、竹の塚発で新た

ないろいろな仕掛け、またそれが、またほかの地

域でもいろいろな可能性出てくると思うのです。

是非是非いろいろな可能性を追求して、いろいろ

な全国、また地域それぞれやっているいい事例な

んかも取り入れながら、是非進めていただければ

ということでお願いをいたします。 

  続いて、江北のエリアデザインです。 

  これもう既にちょっと先ほども質疑ありました

し、私も以前のエリアデザインだったかどこかで

ちょっと質問もさせていただいたのですが、上沼

田東公園、またこの高野小の跡地、またその上沼

田東公園の隣の創出用地を連携した一体としての

活用と、プロポーザルということですが、この上

沼田東公園と高野小の跡地まで、やっぱ若干距離

が離れていますよね。ここをどういうふうにうま

く、例えば週末のイベントだったら、それぞれ何

かこのイベント会場を設けて、この周遊というか、

行ったり来たりということでの人の移動というの

は十分にいろいろな可能性あると思うのですけれ

ども、このターゲットにしている、例えば平日日

中昼間、そういう、こっち行って、あっち行って、

一体となった活用とか、どういうふうにやってい

けばいいのかなということで、何か先進事例がな

いかなと私もちょっと調べてはいるのですが、こ

の辺について、いかが、どういうふうな、うまく

一体となった活用、それぞれ行き来できるような

仕組みづくり、いかがでしょうか。 

○エリアデザイン推進室長 今正におぐら委員おっ

しゃっていただいたとおり、離れたところで連携

というのはなかなか事例がなくて、隣り合った

別々のものを連携し合ってやっていくというとこ

ろはあるのですけれども、なかなかこれだけ離れ

たところでということがありませんので、これか

らそのプロポーザルを目指してやっていく中では

事業者等の提案を受けながらやっていきたいとい

うふうに思っています。 

  具体的に、まだ頭の中に物があるということで

はないのですけれども、やはりその平日日中、お

互いに都合し合いながら使う仕組みがないのかと

か、あとは目的地となる場所づくりをしたいとい

うことなので、エリア全体でその認知度が上がる

ような仕組みがつくれないのかとか、そういうこ

とを少し考えていきたいなと思っております。 

○おぐら修平委員 あと区外からも人を呼び込むこ

とができるというのが一つありますね。となると、

やはりほかにもないような、ここの場所にしかな

いようなものというのが求められるのではないか

なと。ここにしかないから行ってみたい、行きた

い、行こうというふうになるようなものが、まず

一つ整備が必要なのじゃないかなと思うのと、あ

と平日日中を中心とした、この施設利用者の向上

を目指すということで、平日日中に施設を利用で

きる方となると、やはりシニア層ですよね。あと

は、就学前の小さなお子さん及びその保護者とい

うカテゴリーになってくるのかなと、なかなかそ

の現役世代になってくると、また学生になってく

ると平日昼間というのは、やっぱり学校、仕事が

あるので、やっぱ来づらい、なかなか来られる日

がないとなってくると、平日日中になるとやっぱ

シニア層と乳幼児前の子育て世代がターゲットに

なってくるのかなと、ではそういう方がどういう
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施設が喜ばれるか、どういう施設が使われるのか

という視点になってくるのかなと思うのですけれ

ども、平日日中とした施設、あと区外からも来場

者を呼び込むという点について、どういうふうな

ことで検討されているのか、いかがでしょうか。 

○エリアデザイン推進室長 おぐら委員おっしゃら

れるとおり、平日日中というのは、やっぱりいる

方が限られますので、そういう方をターゲットに

どういう事業が展開できるかというところになっ

てくるかと思います。 

  あと、ここで、目的地となる拠点ということで、

ここでしかないというのがどういうことなのかと

いうのは、事業者の提案を受けながら、というこ

とになると思いますけれども、ほかにもあるのか

もしれませんけれども、ここでしか触れないプロ

スポーツ選手との触れ合いですとか、あとは何で

しょう、ちょっと現実的にできるかどうか分かり

ませんけれども、プロチームを呼ぶとか、プロチ

ームじゃなくてもそういう準じたものを呼ぶとか、

そういう、あと子どもたちの関係で唯一無二のも

のをそこでつくれないかどうかとか、そういうこ

とあると思いますので、そういうことを少し事業

者にヒアリングしながら決めていけるといいのか

なと考えております。 

○おぐら修平委員 正にそうですね。あと、このや

っぱスポーツ施設といっても、そういうソフトの

面とこのハードの面と両方あると思います。 

  事業者からいろいろな提案いただく中で、よい

ものをこっちがチョイスするという、今のこの過

程ですけれども、一方でこちらからも、いろいろ

ソフト面、ハード面でも非常に区民の皆さん、区

外からも来たくなるような面白いよい事例、そう

いったものを是非調査研究いただいて、また現場

にもいろいろ見ていただいて、そこからプロポー

ザル、逆にこっちからこういうのを提案するぐら

いの勢いで、いろいろこうよいものを、是非情報

収集、アイデア出しをしていただければと思いま

す。これ要望で結構です。よろしくお願いいたし

ます。 

○いいくら昭二委員 私からも二、三質問させてく

ださい。 

  先ほど中島委員の方からちょっと質問があった

のですけれども、大川端の中でのこの３５ページ

のところなのですけれども、この保育園、また学

童なのですけれども、ここのところに関しては、

指定管理の業者さんがしているのですけれども、

今後、予定どおりいかないケースも、先ほど★★

の方からも、スケジュールの変更等々あった場合

というので、ちょうど契約の時期がちょうど重な

ると私聞いているのですけれども、業者さんの方

でも大分心配になっているようなのですけれども、

役所の対応としては、今どのような形で指定管理

者さんと連携を取っているのでしょうか。 

○子ども施設運営課長 具体的な、せきや保育園か

と存じますが、せきや保育園は、現在の指定管理

期間は令和７年度末までとなってございます。令

和８年度からの指定管理期間に関しましては、今

回の、検証してというところございますので、期

間の方をこれに合わせた期間で設定をしたいと考

えているところでございます。そのようなことで

事業者ともお話をしているところでございます。 

○いいくら昭二委員 私も聞くによると、その分、

ちょうど令和７年ということで、大体５年契約と

いう中において、そうするとまた令和１２年とか

令和１３年とか、際どいところに当たる可能性あ

る場合には、延長というようなことも、そのとき

は対応いたしますという話をちょっと聞いている

のですけれども、更なる延長とかそういうスケジ

ュール等と変更になった場合においては、やはり

これ、ここにも書類にも出ているのですけれども、
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郊外に移転してもらうという、その場合には、な

かなかこのような規模のところを探すのは大変だ

と思うのですけれども、それをやはり心配してい

るのですけれども、区はどのような形で寄り添っ

ていくのか、今の時点でちょっと聞かしてくださ

い。 

○子ども施設運営課長 法人の側の、法人の皆様に

は御心配かけないように、この進捗状況をしっか

りお伝えしながら、指定管理期間も含めてお伝え

して、丁寧に寄り添った対応してまいりたいと考

えているところでございます。 

○いいくら昭二委員 具体的には施設ですので、な

かなか寄り添うといっても、探すの、そちらでお

願いしますと言われても、なかなかそれは大変な

ことでありますので、やっぱりこのような保育環

境というものありますので、それで、その場合に

新しく、３５ページの、開発のときにこの業者さ

んは考慮に入る形になるのですか。新しい保育園

とか、そういうような形で予定では入っているの

ですけれども、その点については、区としてはど

のような形で寄り添っていこうと思っているので

しょうか。 

○私立保育園課長 当該地区に形成されます保育施

設につきましては、マンションの建設事業者が保

育の運営事業者を見つけてくる形になります。 

○いいくら昭二委員 そうしますと、今の既存の管

理さん、なかなか大変だということ、そうします

と、区の方でしっかりと、これは区の主導で、こ

のまちづくりというの、動いているわけでござい

ますので、今、今の既存の体制と同じような形、

環境を保持していただきたいという、ちょっと決

意をお願いしたいと思うのですけれども。 

○私立保育園課長 マンション事業者が呼んでくる

保育事業者につきましても、区としてもできるだ

け、適切な事業者を選定されるよう要望してまい

りたいとは考えております。 

○いいくら昭二委員 是非また業者さんとも連携し

て話、進めていきたいと思うのですけれども。 

  次なのですけれども、３１ページの千住大橋駅

周辺地区のまちづくりについてということでアン

ケートが行われましたということで、回答数が２，

３０７ということなのですけれども、委員会でも

私の方でも要望させていただいて、千住大橋駅と

いう部分においては、やったらどうかという話は、

今回の配布場所については、この駅周辺には出て

ないのですけれども、やらなかった理由というの

を教えてください。 

○千住地区まちづくり担当課長 ２，３０７票のう

ち、用紙が５９０票ほど回答いただいていますが、

こちらにつきましては、駅の方で街頭インタビュ

ー、アンケートということでやらせていただきま

したので、その中に含まれております。 

○いいくら昭二委員 街頭インタビュー、これ駅も

入っているということでよろしいのですか。 

○千住地区まちづくり担当課長 御認識のとおりで

ございます。記載しておらず申し訳ございません。 

○いいくら昭二委員 やはり駅って重要だと思いま

すから、これが抜けているというのはどうなのか

なと思っていますので、是非よろしくお願いしま

す。 

  今後、この２，３０７が多いとか少ないのかと

いう、この大規模なまちづくり、私はちょっとか

なと思っているのですが、今後もこのアンケート

調査というのは是非ともしっかり進めていきたい

と思うのです。その中でこのウェブの方が大分多

い形なのですけれども、ウェブと、要するに用紙、

同じようなアンケート結果、またこれは、詳細は

また今後また出てくるという話をちょっと聞いて

いるのですけれども、今の段階ではこのウェブと

用紙、紙、直接フェース・トゥ・フェースでやっ
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た場合、次のページに出ているような結果でよろ

しいのでしょうか。 

○千住地区まちづくり担当課長 いいくら委員御発

言のとおり、ウェブ回答と記用紙回答、大きく回

答の中身の差はございませんが、詳細分析の中で、

改めてお出しさせていただきたいと思います。 

○いいくら昭二委員 次なのですけれども、北千住

駅東口の再開発、先ほども様々な委員の方から質

疑あったのですけれども、私の方からも、これ、

ちょっと確認なのですけれども、この開発におい

てこのアドバイザリー会議というのは、思い起こ

すと平成２９年から、第１回からスタートしてい

るので、初めは南街区の方からスタートしたので

すけれども、今回このような話、南街区において

は当面休止という話なのですけれども、私もちょ

っと驚いたのですけれども、アドバイザリー会議

の中において、意見がこのような形で対応すると

いうの、今までなかったような気があるのですけ

れども、北街区におきましてはこれ業者さんも、

やはり先ほど議論があったように、ある程度収益

というのを考えていかなくちゃいけないという部

分においては、このアドバイザリー会議の意見と

いうのは重要視、平成２９年からスタートして約

七、八年たった中において、このような結果が出

てくるという理由というか、何かそこら辺の背景

ってどういう形になっているか、その点について

お伺いします。 

○千住地区まちづくり担当課長 平成２９年からア

ドバイザリー会議をやっておりますが、具体的な

施設計画について議論いただいたのが、昨年の１

０月２日のアドバイザリー会議でございます。 

  その中で頂戴しましたアドバイザリー会議の委

員の先生方の意見のうち、区がこれは必要だと、

取り入れるべきだというふうに思ったものに対し

て、準備組合側に修正を求めたものでございます。 

○いいくら昭二委員 なかなか、組合側でも各地権

者がいらっしゃるわけでございますので、会議の

結果において、はい、そうでしたかという形に、

果たして本当になるのかななんて、私自身は思っ

て、その点、先ほどもちょっと申し上げました東

口再開発、南街区に関しましては、ここが平成２

９年第１回からスタートしているのですけれども、

今回当面休止になったという話、これは、アドバ

イザリー会議と準備組合でどのような関係の話に

なっているのか、分かる範囲内で教えてください。 

○千住地区まちづくり担当課長 直近のアドバイザ

リー会議につきましては、南街区の話は出ており

ませんので、直接関係がございません。 

○いいくら昭二委員 言いたいのは、アドバイザリ

ー会議には南街区からスタートして、部分におい

て、これは、そうしますとこれ、字面ではなかな

か読み取れない部分あるのですけれども、北街区

の部分にアドバイザー会議の意見でこのようにな

ったという部分において、もしかすると南街区の

方におきましても、アドバイザー会議の意見にお

いて、このような当面休診になったのか、どうな

ったのかというのも、その点でどうなのかなとい

う形で、ちょっと私はちょっと質問しているので

すけれども。 

○副区長 最初、南街区の方で一部の地権者の方の

機運が高まって、それで準備組合に向けたスター

トを切ったのがきっかけです。 

  ところが、その後、地権者の中でやっぱり反対

の方もいらっしゃって、なかなか地権者の意見が

まとまらないというような状況の中で、北街区の

方が今度は機運が高まってきて、北街区の方があ

まりそういった大きい反対の方もいらっしゃらず、

割と受け入れられるような状況になってきて、北

街区の方がプランを具体的に固めて、アドバイザ

リー会議にかけるようになってきて、今に至って
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いるということです。 

○いいくら昭二委員 そうしますと、南街区に関し

まして、アドバイザリー会議の意見というのは、

まだ反映されてないということでよろしいのです

ね。 

○千住地区まちづくり担当課長 いいくら委員御認

識のとおりでございます。 

○いいくら昭二委員 副区長それでよろしいですか。 

○副区長 そのとおりでございます。 

○いいくら昭二委員 それで、この北街区のところ

なのですけれども、この追加という部分で、先ほ

ど公共貢献メニューという部分あったのですけれ

ども、２のホテルの追加という形になっているの

ですけれども、このホテルというのはどのような

仕様で、形になるのでしょうか、予定では。 

○千住地区まちづくり担当課長 ビジネスホテルが

メインで、ターゲットとしてはビジネス客、それ

から観光客をターゲットとしていると、宿泊特化

型のホテルと聞いております。 

○いいくら昭二委員 これ、足立区はどうして、足

立区は電機大学が来たり、誘致、様々な会議をす

る場所、またホテルと、ホテルは大分北千住の方

でも増えてきているのですけれども、いわゆる足

立区でバンケット付きのホテルというか、会議が

できるという、それがゆえに、ないがゆえに、

様々違う区外のところに行ってしまう。ですから、

そこでまた泊まってしまうという形あるのですけ

れども、足立区はこのようなホテルが来るとかと

いう話になったときに、バンケット付きというか

そういう部分については、話あったときには議会

からも、このような話があるのだけれども、この

ような提案という部分においては、業者さんと話

をしているか、その点についてお伺いします。 

○千住地区まちづくり担当課長 バンケットの可能

性につきましては、準備組合とも意見交換をさせ

ていただいております。 

  今回のホテルの御提案が出たときに、バンケッ

トを一緒に例えば運営できないかとかいうような

打診はさせていただいたのですが、準備組合とし

てはバンケットの運営は難しいという回答が返っ

てきております。 

○いいくら昭二委員 是非とも、この千住地域をは

じめとして、様々な人が多く集うような大学が誘

致されたという部分においては、メリット等々を

足立区として、★★しても、是非推進して、まだ

時間もあるわけでございますので、１６０室とい

うホテル仕様という話あるのですけれども、そう

いう点についても、是非要望していきたいと思っ

ております。強く要望したいと思っておりますの

で、それは答弁結構でございます。よろしくお願

いします。 

  そして、最後なのですけれども、エリアデザイ

ン計画、当初は千住一丁目の開発に関しても、

様々出て、完成した話なるので、この履歴におき

まして、千住エリアについては千住一丁目の開発

は、平成３０年頃に関しましては経緯出ているの

ですけれども、今の段階では、このまとめ、これ

までの経緯で出ているのですけれども、是非とも

経緯として載っけていっていただきたいと思って

いるのですけれども、どうでしょうか。 

○エリアデザイン推進室長 千住エリアの履歴につ

きましては、そちらの方も掲載していければとい

うふうに思います。 

○横田ゆう委員長 ほかに質疑は。 

○おぐら修平委員 すみません、私ちょっと１点、

抜けていました。 

  江北地区の、先ほど質疑したこの上沼田東公園

と高野小跡地、また創出用地ですけれども、ちょ

っと質疑もありましたけれども、駐車場について

改めてちょっとどういうふうな計画なのか、やは
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り特にどういう施設ができるかにもよりますけれ

ども、またそのときのイベントにもよると思うの

ですけれども、これどこでもそうですけれども、

駐車場不足というような課題になります。 

  やっぱ先手、先手で、その見込み、またある程

度やっぱり多めに確保する必要があると思うので

すけれども、どういう予定計画になっていますで

しょうか。 

○パークイノベーション推進課長 上沼田東公園に

関しましては、今駐車場４２台、止められるスペ

ースを確保しております。 

○副区長 高野小のところにつきましては、まず、

東京都の江北給水所のところに駐車場できないか

ということを協議しています。それと、新しくで

きます健康プラザ、あそこの方の駐車場も利用で

きるというふうに思っています。 

○おぐら修平委員 その台数の見込みとか今、交渉

している。どれぐらいの規模、どれぐらいの面積

を駐車場として使わせてほしいとか、その状況に

ついてはいかがでしょうか。 

○政策経営部長 上部利用については、まだ台数等、

まだ明確になっておりませんが、江北のセンター

の方に関しましては、約１００台近い駐車場を確

保しますので、周辺のイベント等の対応について

は十分なのかというふうに認識しております。 

○おぐら修平委員 あとこの上沼田東公園について

は現在４２台ということで答弁いただきました。

施設が変われば、当然その人の流れ、車の台数も

変わってくるのですが、取り急ぎその現時点での

利用率はどのような状況でしょうか。あと週末と

かイベントとか開かれた際とかも含めて。 

○道路公園整備室長 申し訳ございません。今、閉

鎖をしておりますので、台数も違いますし、大部

分、今は十数台だったところを４２台に増やしま

すので、今の状況とは多少違うというところでご

ざいます。 

○横田ゆう委員長 ほかに質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○横田ゆう委員長 質疑なしと認めます。 

 

           ◇            

 

○横田ゆう委員長 次に、その他に移りますが、何

かございますか。 

○おぐら修平委員 西新井の西口の方なので、ちょ

っとその他で質疑させていただきます。 

  西新井の西口、いろいろロータリーの再整備、

また駅前再整備、今後されるところですけれども、

バス事業者の方々からちょっと２点要望いただき

まして、以前のエリアデザインでも私もちょっと

触れさせていただきました。他の委員の方からも

ありました。 

  まず一つ、やっぱり今工事中の中で人の流れ変

わる、この交通安全対策ですね。これ、あれ総務

委員会だったか、どこだったか、バスとタクシー

接触事故あったりとか、交通安全対策ということ

と、あとバス事業者の方から、なるほどと思った

のは、何か定期券の販売だったり、そこのちょっ

としたこのプレハブみたいなところの中で交通整

備の誘導員の方の、バス運転手の方が着替えたり、

トイレ休憩だったり、あとそのバスの運行システ

ムの、システムの何かパソコンで管理しているよ

うな場所が必要だとあるみたいで、具体的に言わ

れたのは、都営バスのところに王子駅のＪＲの王

子からこの南北線に行く駅のロータリーの途中の

ところにそういう場所があるのですけれども、何

かそういうイメージのものみたいなものが、どう

しても必要だと、そういう土地が、場所ないでし

ょうかという、そんなちょっと要望いただいたも

のでして、ちょっと交通安全対策とそういった場
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所、これ区の土地なのか東武鉄道の土地なのかに

よって、あとどこが空くのか。今後の駅前の再整

備の中で、どこが空く可能性かなどについても、

ちょっとこういった、これバス事業でも欠かせな

いものですので、是非調整と、あとどっかの場所

確保、何とか間、取り持っていただいて、どこが

どう空くのかも含めて、調整いただけないかと思

うのですけれども、いかがでしょうか。 

○都市建設部長 基本的に交通広場の中には、今お

ぐら委員お話しした施設については、基本的には

できないと思っておりますが、周辺東武の開発、

また駅西口南側の再開発を向けた動きであったり

とか、各事業者にこういったものができるかどう

かというのは当たってみたいと思いますが、一義

的に東京都交通局さんがどのような意向を持って

らっしゃるか分からないと、なかなか具体的な話

ができないので、私どもでちょっとお話を聞いて

みたいと思います。その上で、また必要とあれば、

当委員会で御説明したいと思います。 

○おぐら修平委員 是非、またこれ伝言ゲームにな

ってしまうので、直接そのバス事業者さんとも話

しながら、どういったものが必要で、どれぐらい

の面積、規模のものだったりとか、あと都営バス

だけでなく、あそこは国際興業バス、東武バスも

走っている路線ですので、いろいろなバス事業者

の方々とも協議いただきながら、どうも今いろい

ろ話を伺うと、それぞれが今、仮設の状態なもの

ですから、それとバス事業者同士がそれぞれ何か

離れた場所で、そういうパソコンの運行管理シス

テムであったり、交通整理員の方とか乗務員の方

が着替えたりする場所とか、間借りしながら何か

それぞれ違う場所で、それぞれが何かやりくりし

ているような状況のようでして、そういったこと

も含めて、是非調整していただければと思います。

これ要望でよろしくお願いいたします。 

○横田ゆう委員長 ほかに質疑はありますか。 

  それでは、委員長より委員の皆様に申し上げま

す。 

  本委員会における議論を更に深めるために、視

察の実施について、正副委員長において協議をい

たしました。 

  つきましては、次回の委員会終了後、千住エリ

アについて視察を行います。 

  御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○横田ゆう委員長 御異議なしと認め、さよう決定

いたしました。 

  視察の詳細につきましては、正副委員長に御一

任いただき、後日、各委員宛てに通知をすること

といたしますので御了承願います。 

  以上で、エリアデザイン調査特別委員会を閉会

いたします。 

午後３時４２分閉会 


